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６　救急医療の取組

【評価指標】

【主な事業】

第２部各論　第１章　第３節　疾病・事業ごとの医療連携体制の取組

項目
計画時
実績

目標
実績

評価
25年度 26年度 27年度

資料出典

救急搬送時間 53.0分 短くする 53.0分 50.1分 49.7分

85.7% Ｂ

Ｂ 東京消防庁調べ
※数値は暦年

救急災害医療課調べ
東京ルールに該当する救急搬送
患者が二次保健医療圏内の医療
機関に搬送される割合

81.3% 増やす 84.3% 83.4%

東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画
（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）施策目標 具体的取組（要旨）

（目標１）
救急医療体
制を再構築
する

○社会構造の変化に対応するため、救
急医療対策協議会等において「休日・
全夜間診療事業」及び「救急医療の東
京ルール」の効果を検証し、二次救急
医療体制の見直しを検討する。

救急医療対策協議会 救急患者に対する適正な医療体制
の確立を図ることを目的として「救急
医療対策協議会」を設置していま
す。

救急医療対策協議会　2
回

〇平成２７年１月から、救急医
療対策協議会報告（平成２５
年５月）に基づき、「休日・全夜
間診療事業」の見直しを実施
〇平成28年3月28日に協議会
を開催し、東京都における救
急医療の現況等について報
告

○休日・全夜間診療事業における病床
確保の考え方や入院を要しない軽症の
救急搬送患者への対応、東京都地域
救急医療センターへの一層の参画や
東京都地域救急医療センターを中心と
した連携体制の促進により、継続的か
つ安定的な二次救急医療体制の実現
を目指す。

休日・全夜間診療事業 ３６５日２４時間救急患者に対応する
ため、休日及び夜間における救急入
院が可能な病床を確保します。

指定二次救急医療機関
（予算規模数）234施設

休日・全夜間診療事業におけ
る病床確保の考え方について
は、救急搬送受入実績の評
価を高めるとともに、患者受
入体制や医療連携体制等、
医療機能の充実強化を促進
するよう見直しを実施

東京都地域救急医療セ
ンターの運営

救急患者を受け止めるネットワークの
核となる東京都地域救急医療セン
ターを設置しています。

東京都地域救急医療セ
ンターの設置・運営　24
施設

地域救急医療センターの整備
状況
　（平成23年度：75病院→平
成27年度：8７病院）

特殊診療 救急告示医療機関の制度を補完す
る対策の一つとして、専門的医療を
要する救急患者の医療を確保しま
す。

熱傷診療

心臓循環器救急医療体
制整備事業

開放性骨折救急患者対
応事業

吐下血救急患者対応事
業

○調整困難患者（精神）受入
支援事業の実施
○調整困難患者（開放性骨折
患者）受入医療機関支援事業
の運用開始（平成27年2月）
○搬送人員に占める軽症者
の割合(東京消防庁調べ)
　（平成20年：58.3%→平成27
年：54.1%）

救急専門医養成事業 救急医療の担い手となる救急告示医
療機関等に勤務する医師に対し、救
急医療に関する専門的な研修を行
います。

救急専門医養成事業
12名/年

平成27年度 10人

○区市町村が実施する初期救急との機
能分化を図るとともに、三次救急を担う
救命救急ｾﾝﾀｰの機能を確保し、救急
患者の重症度や緊急度に応じた救急
医療体制の確立を目指す。

休日一般診療 区市町村が行う休日夜間急患セン
ターや在宅当番医制度等の初期救
急医療対英の整備に対して支援を
行っています。

－

区市町村が実施する初期救
急医療事業が円滑に実施さ
れるよう、包括補助制度による
支援を実施（34市町村）

○救急医療体制の再構築に当たって
は、診療報酬制度との整合性を図りな
がら、救急患者を受け入れる医療機関
の取組や、受入れを一層推進するた
め、医療機能の充実強化に向けた取組
を支援する仕組みを検討する。

休日・全夜間診療事業
（再掲）

３６５日２４時間救急患者に対応する
ため、休日及び夜間における救急入
院が可能な病床を確保します。
（再掲）

指定二次救急医療機関
（予算規模数）234施設
（再掲）

休日・全夜間診療事業におけ
る病床確保の考え方について
は、救急搬送受入実績の評価
を高めるとともに、患者受入体
制や医療連携体制等、医療
機能の充実強化を促進するよ
う見直しを実施
（再掲）

○東京においては多様な救急患者が
発生しており、医療だけで対応できない
福祉的な背景を有する方も少なくない
ため、地域救急会議などを活用し、福
祉部門との連携構築に努めていく。

東京都地域救急医療セ
ンターの運営
（再掲）

救急患者を受け止めるネットワークの
核となる東京都地域救急医療セン
ターを設置しています。
（再掲）

地域救急会議12か所
（１所／二次保健医療
圏）

地域救急会議に区市町村の
福祉部門担当者をはじめ、消
防、警察、精神科医療機関等
に参画してもらい地域の実情
を踏まえた連携方策を検討

A：著しく順調に進んでいる           B：概ね順調に進んでいる 

C：順調に進んでいない            D: 指標の見直しが必要 
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東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画
（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）施策目標 具体的取組（要旨）

（目標２）
救急車の適
正利用を図
る

○救急医療情報カード等を活用したか
かりつけ医や高齢者施設との連携及び
情報共有の在り方について検討し、円
滑な救急搬送に努める。

在宅療養推進区市町村
支援事業

医療と介護の連携を推進するに当た
り、医療面における支援体制を整備
するために、区市町村が実施する以
下の取組を支援します。 -

在宅療養推進区市町村支援
事業において在宅療養患者
等の搬送体制の構築（病院救
急車の活用など）を支援（3区
市実施）

○救急相談センター等の相談機関の
普及啓発や利用促進を図るとともに、
「救急の日」イベントなどを通じて、救急
車の適正利用について今後とも都民の
理解を求める。

救急医療対策協議会等 「救急の日（毎年９月９日）」に併せ
て、リーフレット等の作成配布、各種
講習会等を実施し、都民への救急医
療に関する情報の提供や普及啓発
の充実を図っています。

救急の日シンポジウムの
開催

○救急の日シンポジウムの開
催
　・講演等
　「あなたを守る、あなたが支
える救急医療」（平成27年度）
　・救急医療の普及啓発パン
フレット等を配布（平成27年
度）
○東京消防庁救急相談セン
ター（＃7119）実績
　平成27年：受付件数375,468
件

三次救急医療施設運営会議
開催
○救命救急センター（26病
院）、都医師会、東京消防庁
及び福祉保健局が参加して
情報連絡体制、協力関係を確
認

○増加傾向にある救急搬送需要への
対応や、退院・転院先の確保を含め、
二次救急医療体制の充実強化を図るこ
とにより、救急搬送時間の短縮に努め
る。

東京都地域救急医療セ
ンターの運営
（再掲）

救急患者を受け止めるネットワークの
核となる東京都地域救急医療セン
ターを設置しています。
（再掲）

地域救急会議12か所
（１所／二次保健医療
圏）
（再掲）

休日・全夜間診療事業におけ
る病床確保の考え方について
は、救急搬送受入実績の評価
を高めるとともに、患者受入体
制や医療連携体制等、医療
機能の充実強化を促進するよ
う見直しを実施
（再掲）

（目標３）
救急搬送時
間の短縮を
図る

○特に重症・重篤な患者については、
東京消防庁や医療機関との連携を強
化し、迅速に医療の管理下に置くことが
できるよう努める。

救命救急センター運営費
補助

救命救急センターの整備・運営を支
援することにより、各施設の機能の向
上を図っています。

救命救急センター26施
設
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【評価指標】

【主な事業】

評価 資料出典

第２部各論　第１章　第３節　疾病・事業ごとの医療連携体制の取組

災害拠点病院の指定数 70か所 増やす 75か所 80か所

７　災害医療の取組

項目
計画時
実績

目標
25年度 26年度 27年度

災害拠点病院数
（救急災害医療課調べ）

救急災害医療課調べ

80か所

92.5% Ｂ

実績

1,000名 972名 1,087名 1,088名

Ｂ

災害拠点病院の耐震化率 82.9%
100%

（27年度末）
88.0% 88.8%

Ａ

災害拠点病院の事業継続計画
（BCP）の策定率

5.7% 100% 82.7% 82.5% 88.75% Ｂ

東京DMATの隊員数 874名

東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画
（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）施策目標 具体的取組（要旨）

（目標１）
災害医療
コーディネー
ターを中心に
情報連絡体
制を強化す
る

○医療救護班等の医療チームの効果的
な配分など、被害状況等に応じ迅速に医
療救護活動を統括・調整できるよう、各災
害医療コーディネーターに災害医療に関
する情報を集約一元化する新たな情報連
絡体制の構築に努める。

○災害時訓練
○医療保険政策区市町
村包括補助事業

○地震等の災害に備えるため、区市
町村と合同総合防災訓練を実施す
るほか、地域災害医療コーディネー
ターを中心とした二次保健医療圏ご
との訓練などを実施しています。
○区市町村災害医療コーディネー
ターを中心とした地域災害医療を確
保するため、区市町村に対し包括補
助による財政支援を行っています。

○訓練の実施
防災：立川市、三宅島
図上：区中央部、北多
摩西部、北多摩南部
○全区市町村が補助
対象

○区市町村と合同総合防災訓
練の実施（毎年度実施）
○９医療圏で図上訓練を実施
　地域の特性に応じた災害医療
体制体制等を整備
（２５年度から、毎年度３圏域ず
つ訓練を実施）
○各区市町村に災害医療コー
ディネーター設置の働きかけと
包括補助による財政支援を実施

○各災害医療コーディネーターが情報を
迅速・的確に把握できるよう、防災行政無
線、衛星電話、EMISなど医療機関の役割
に応じて複数の通信手段を整備する。

○災害医療協議会等
○災害拠点病院事業

○都災害医療コーディネーター等が
情報を迅速・的確に把握するため、
衛星電話を購入し、連絡体制を整備
しています。
○災害拠点中核病院等が二次保健
医療圏内の情報収集と医療救護活
動の統括・調整を行えるよう、通信設
備などを整備しています。

○衛星電話の電話料金
の支出
　都災害　：　３台
　地域災害：１２台
○災害拠点中核病院等
に通信設備などの整備
　１１二次保健医療圏
　（西多摩を除く）

○EMISの運用範囲を区市町村
に拡大
○都災害医療コーディネーター
と地域災害医療コーディネー
ターに衛星電話を配備（１５台
２５年度）
○衛星電話等の整備に必要な
補助を実施
　拠点病院：２４年度
　連携病院；２５年度
○災害拠点中核病院等に通信
設備などの整備（１１二次保健
医療圏）

【１　医療救護活動の確保】
○各二次保健医療圏において医療機関
と区市町村等の行政機関が円滑に医療
救護活動を行うことができるよう連携強化
を図るとともに、各災害医療コーディネー
ター間のネットワークづくりを進め、二次保
健医療圏間での連絡体制を確立する。

災害医療協議会等（再
掲）

○災害時に迅速かつ適正な医療救
護活動を行うため、地域災害医療連
携会議等を開催し、地域の特性に応
じた災害医療体制を整備していま
す。

○災害医療コーディネー
ター部会の開催
○地域災害医療連携会
議の開催

○地域災害医療コーディネー
ター部会を開催（４月）
○二次保健医療圏ごとに地域災
害医療連携会議等を開催
　医療救護活動の実施体制や地
域の特性に応じた連携体制など
について検討

○地域災害拠点中核病院等に設置する
医療対策拠点において、東京都地域災
害医療コーディネーターが的確な医療救
護活動を統括・調整できる体制を構築す
るとともに、実践的な運用に向けて訓練等
を行う。

○災害医療協議会等
○災害時訓練
（再掲）

○災害時に迅速かつ適正な医療救
護活動を行うため、地域災害医療連
携会議等を開催し、地域の特性に応
じた災害医療体制を整備していま
す。
○地震等の災害に備えるため、地域
災害医療コーディネーターを中心と
した二次保健医療圏ごとの訓練を実
施しています。
（再掲）

○地域災害医療連携会
議の開催
○図上訓練の実施
　２７年度：３圏域
　　区中央部、北多摩
　　西部、北多摩南部

○二次保健医療圏ごとに地域災
害医療連携会議等を開催
　医療救護活動の実施体制や
地域の特性に応じた連携体制な
どについて検討
○９医療圏で図上訓練を実施
　地域の特性に応じた災害医療
体制等を整備

○各二次保健医療圏の地域災害医療連
携会議の一層の活用や、研修・訓練を通
じて、地域の実情を踏まえた医療連携体
制を構築する。

（目標２）
医療機関の
受入体制や
搬送方法な
ど医療救護
活動を確保
する

救急災害医療課調べ

救急災害医療課調べ

A：著しく順調に進んでいる           B：概ね順調に進んでいる 

C：順調に進んでいない            D: 指標の見直しが必要 
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東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画
（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）施策目標 具体的取組（要旨）

○災害医療に関するマニュアルや、区市
町村に対するガイドラインを作成し、各災
害医療コーディネーターが適切に対応で
きるよう、研修・訓練を行う。

災害時医療救護活動研
修

大規模災害発生時において、医療
機能が適切に機能され、災害医療
が円滑に行えるよう、災害時医療救
護活動ガイドラインを作成し、関係機
関へ周知しています。

災害時医療救護活動ガイ
ドラインの印刷、関係機関
への配布

区市町村や医療機関等にガイド
ラインを配布するとともに、防災
訓練説明会等でガイドラインに
ついて説明

○他県からの応援医療チームを受け入れ
る参集拠点をあらかじめ定め、災害医療
コーディネーターが各地域の被害状況に
応じて迅速に派遣できる体制を確立す
る。

東京都災害時医療救護
活動・在宅医支援セン
ター整備事業

災害発生時に、都医師会が関係機
関の連絡調整や東京都医療救護班
の編成を行えるよう、活動拠点の整
備を行っています。

東京都災害時医療救護
活動・在宅医支援セン
ターの整備費補助

○医療救護活動ガイドラインの
策定にあわせて、応援医療チー
ムの運用方法について検討
○東京都医療救護班の編成の
ほか、他県ＪＭＡＴの活動方針等
の協議及び関係機関との連絡調
整の拠点を整備

○大島町で発生した風水害を踏
まえ、災害医療派遣チーム（「東
京ＤＭＡＴ」）運営要綱等を改正
○災害発生時における行政及
び防災機関の連携向上等を図る
ため、町村と合同により防災訓練
を実施

○避難生活が長期化した場合の避難者
等の健康管理、保健所等と連携した公衆
衛生的ニーズに対する医療救護活動な
ど、医療ニーズの変化に応じて区市町村
が設置する医療救護活動拠点の体制整
備を働きかける。

－ － －

○医療救護活動ガイドラインの
策定にあわせて、区市町村が設
置する医療救護活動拠点のあり
方について検討
○医療救護活動拠点の設置場
所について区市町村に調査し、
通信設備の状況等を踏まえた助
言の実施

【２　医療機関の受入体制の確保】
○病院建物の耐震診断や、耐震補強工
事を促進するとともに、災害時において医
療機関の診療機能を継続できるよう、医薬
品や多元的な水の確保、電力等のライフ
ラインの確保や事業継続計画（BCP）の策
定支援に取り組む。

〇医療施設耐震化促進
事業
〇医療施設耐震化緊急
整備事業
〇医療施設耐震化緊急
対策事業
〇医療施設耐震対策緊
急促進事業

災害時の医療提供体制を確保する
ため、救急医療機関など都内全ての
病院について、新築建替、耐震補
強、耐震診断に必要な経費の一部
を補助し、耐震化を促進します。

〇耐震診断　53施設
〇耐震補強　11施設
〇新築建替　30施設

○耐震補強工事や自家発電装
置の設置等に対する財政支援を
行った。
○防災訓練説明会等において、
ＢＣＰ策定ガイドラインの説明や
病院の事例を紹介するなど、病
院に対しＢＣＰ策定の働きかけを
実施

○島しょ地域においては、災害発生直後
から町村長と連携して医療救護活動を実
施することとし、島内の医療機関において
対応困難な場合は、町村及び関係防災
機関との密接な連携により、患者を島外の
医療機関に搬送する。

災害時訓練
（再掲）

地震等の災害に備えるため、町村と
合同により総合防災訓練を実施して
います。
（再掲）

訓練の実施
○三宅島

○災害時に迅速かつ適正な医療救
護活動を行うため、地域災害医療連
携会議等を開催し、地域の特性に応
じた災害医療体制を整備していま
す。
○地震等の災害に備えるため、地域
災害医療コーディネーターを中心と
した二次保健医療圏ごとの訓練を実
施しています。
（再掲）

○地域災害医療連携会
議の開催
○図上訓練の実施
　２７年度：３圏域
　　区中央部、北多摩
　　西部、北多摩南部
（再掲）

○二次保健医療圏ごとに地域災
害医療連携会議等を開催
　医療救護活動の実施体制や地
域の特性に応じた連携体制など
について検討
○９医療圏で図上訓練を実施
　地域の特性に応じた災害医療
体制等を整備
（再掲）

－ －

都内の緊急被ばく医療体制の構
築について、国に対して提案要
求

○原子力災害や放射線事故等に対応す
るため、「緊急被ばく医療体制」を都内に
も構築するよう、国に対し引き続き要求し
ていく。

－

○多数の負傷者が殺到する災害拠点病
院等の負担を軽減して重傷者等に対する
医療を確保できるよう、医療対策拠点や区
市町村による緊急医療救護所や医療救
護活動拠点の設置など、フェーズ区分に
応じた災害医療体制の整備を進める。

○二次保健医療圏ごとに、災害拠点病
院、災害拠点連携病院、災害医療支援病
院が、あらかじめ定められた役割分担に
従い機能を十分に発揮できるように、地域
の特性に応じた行動要領を具体的に定め
る。

○災害医療協議会等
○災害時訓練
（再掲）

○新たな被害想定や都内医療機関の収
容力、地域の実情等を踏まえ、災害拠点
病院の整備を進める。

災害拠点病院事業 多数の重症者に対して医療を提供
できるよう、建物の耐震化、防災行政
無線や受水槽の設置、医療資器材
の備蓄等を行い、災害拠点病院の
整備を進めています。

応急用資器材の整備や
耐用年数の経過による更
新等に要する費用の補助

○災害拠点病院の指定数８０病
院（平成２８年３月時点）
○災害発生時に重症患者を確
実に受け入れられるよう、災害拠
点病院の必要数を確保

○災害時におけるトリアージ活動の意義
について、都民に広く周知する。

－ － －

○ホームページにトリアージの実
施基準等を掲載
○東京防災の中で、トリアージの
必要性等を記載

【３　搬送体制の確保】
○東京都地域防災計画に基づき、関係機
関と調整の上、複数の搬送手段や搬送経
路を確保する。

災害時訓練
（再掲）

地震等の災害に備えるため、区市町
村と合同総合防災訓練等を実施して
います。
（再掲）

訓練の実施
防災：立川市、三宅島
(再掲)

都総合防災訓練において民間
救急車を活用した傷病者搬送訓
練を実施し、搬送経路や搬送手
段などについて検証

（目標２）
医療機関の
受入体制や
搬送方法な
ど医療救護
活動を確保
する
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東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画
（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）施策目標 具体的取組（要旨）

（目標２）
医療機関の
受入体制や
搬送方法な
ど医療救護
活動を確保
する

○被災地内の傷病者を被災地外に速や
かに搬送できるように、航空搬送拠点臨時
医療施設（SCU）の設置に向けた準備を
進める。

ＳＣＵ（広域医療搬送拠点
臨時医療施設）の整備

災害時において被災地内での対応
が困難な患者を被災地外へ広域搬
送するため、ＳＣＵの運営に必要な
医療資器材等を整備しています。

○医療資器材等の整備
　高度医療資器材（搬送
用モニター等）や一般医
療資器材（簡易ベット等）
○首都直下地震を想定し
た広域搬送訓練等の実
施（内閣府・関東ブロック
※東京）

○ＳＣＵ設置に必要な資器材
を、東京国際空港及び有明の丘
防災拠点に医療資器材等を備
蓄
　２５年度　整備資機材検討
　２６年度　東京国際空港
　　　　　　立川駐屯地
○広域搬送訓練等の実施
（２６年度関東ブロック※群馬）

東京ＤＭＡＴの活動を確保できるよ
う、隊員養成研修と隊員更新時研修
のほか、医療連携訓練を実施し、東
京ＤＭＡＴ隊員の養成と確保を行っ
ています。

研修の開催
○隊員養成研修
　２回
○隊員更新時研修
　９回

○東京消防庁と連携して実践的
な隊員養成研修を実施
（平成２８年３月末時点
　　隊員数　１，０８８名）

○離発着場が整備されていない災害拠点
病院等については、オープンスペース等
利用計画などに基づき、病院敷地内又は
近接地にヘリコプターの緊急離発着場の
確保に努める。 － － －

○東京都地域防災計画に反映
　各災害拠点病院に対してオー
プンスペース等の利用計画を調
査し、具体的なヘリコプター緊急
離発着場候補地を整理

○NBC災害時においても迅速かつ的確な
医療救護活動が行えるように活動要領を
定め、資器材の整備や教育・訓練を実施
する。

東京ＤＭＡＴがＮＢＣ災害の現場でも
安全に活動を行えるよう、医療資器
材の整備やＮＢＣ活動マニュアルを
作成するなど、体制整備を図ってい
ます。

東京ＤＭＡＴの隊員養成
研修の中で、ＮＢＣ災害
発生時対応カリキュラムを
実施

○特殊災害チームの指定
　（広尾・日板・杏林）
○装備品の配備（２６年度）
　感染防護衣などを東京ＤＭＡＴ
指定病院に整備

（目標３）
東京DMAT
の体制を強
化する

○大規模地震や都市型災害に対して迅
速に医療救護活動が行えるように、東京
DMAT指定病院２５か所に対して実践的
な研修や訓練を実施し、1,000人程度の東
京DMAT隊員を確保できるように、継続的
に隊員養成する。

東京ＤＭＡＴ

災害時においても都民への医療提
供を継続するため、薬局機能の維持
或いは早期回復を支援するととも
に、医療物資の供給が適切に行わ
れるための体制整備を行います。

－

東京都薬剤師会及び東京医薬
品卸業協会等協定締結６団体に
対し緊急通行車両の登録を働き
かけ、新規に７１０台を事前登録
済み

○卸売販売業者との災害時の連絡体制を
強化するため、東京医薬品卸業協会等、
関係団体へ災害時優先携帯電話や業務
用無線を配備する。

関係団体に配備した災害
時優先携帯電話とMCA
無線に関する訓練実施

○２か月に一度、MCA無線によ
る通信訓練を実施
○９月１日に実施した総合防災
訓練において、災害時優先携帯
電話を使用した訓練を実施

○区市町村や地区薬剤師会に対し、災害
時の医薬品供給体制を整備できるよう支
援する。また、医療機関や薬局に対し、医
療のニーズに応じ3日分程度の備蓄をす
るよう働きかける。

区市町村個別に医薬品
卸業者との協定締結を支
援

新たに２１区市町が卸売販売業
者との協定締結を完了（協定締
結が完了した区市町村は、累計
５２区市町村）

（目標４）
医薬品等の
供給体制を
強化する

○大規模震災時の交通規制があっても卸
売販売業者から供給が確実に行われるよ
う、卸売販売業者の車両のうち必要な台
数を緊急通行車両として事前登録する。

災害時医療物資供給体
制の強化
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８　へき地医療の取組

【評価指標】

【主な事業】

第２部各論　第１章　第３節　疾病・事業ごとの医療連携体制の取組

平成27年度実績
出張研修12回

項目
計画時
実績

目標
実績

評価

1,051件 1,221件

Ｂ

25年度 26年度 27年度

各町村の医師派遣要請に対する充
足率

100% 維持する 100% 100% 100%

代診医派遣要請に対する充足率 100% 維持する 100% 100% 100% Ｂ

Ａ
画像電送システムの利用件数（年
間）

749件 増やす 844件

東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画
（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）施策目標 具体的取組（要旨）

（目標１）
へき地町村
の行う医療
従事者確保
を支援する

○へき地勤務医師等確保協議会にお
いて、大学病院等の事業協力病院から
へき地の医療機関に医師を定期的に派
遣する計画を定め、引き続き医師等の
長期的、安定的な確保を図る。

へき地勤務医師等確保事
業

へき地町村からの派遣要請を元に、
へき地医療対策協議会において、大
学病院等の事業協力病院からへき地
医療機関に医師を定期的に派遣す
る計画を定めるとともに、事業協力病
院に対して謝金を交付します。

へき地勤務医師等確保事業
に基づく派遣者数１５名

○平成２５年度に、従前の「へき
地勤務医師等確保協議会」と「へ
き地医療支援計画策定会議」を
統合し、新たに「へき地医療対策
協議会」を立ち上げ、へき地医療
対策を総合的に協議する場を設
置
○当協議会において決定した派
遣計画による、へき地勤務医師
等確保事業に基づく派遣者数は
平成２７年度１５名（平成２６年度
も同数）

○自治医科大学に対して運営経費等の
一部を負担し、へき地勤務を行う総合医
の養成を行うとともに、自治医科大学を
卒業した医師をへき地医療機関に引き
続き派遣していく。

自治医科大学 自治医科大学に対して運営経費等
の一部を負担し、へき地勤務を行う
総合医の養成を行うとともに、自治医
科大学を卒業した医師をへき地医療
機関に引き続き派遣します。

○自治医科大学卒業義務
年限医１１名をへき地町村に
派遣

○卒後２年目の医師を対象
とした地域医療（へき地医
療）研修の実施（２名×１ヶ
月間）

○学生を対象とした地域医
療（へき地医療）研修の実施
（５日間）

○平成２７年度における自治医
科大学卒業義務年限医２１名
中、１１名をへき地町村へ派遣
（派遣数は平成２６年度も同数）

○卒後２年目の義務年限医を対
象とした地域医療（へき地医療）
研修を実施（２名×１ヶ月間）

○自治医科大学学生を対象とし
た地域医療（へき地医療）研修を
実施（５日間）

多摩・島しょの公立病院等を支援し
地域の医療体制を確保するため、地
域医療の支援に意欲を持つ医師を
都が採用し、へき地医療機関及び市
町村公立病院に一定期間派遣しま
す。

市町村公立病院等への派
遣予定（支援勤務）　５名

○平成27年度派遣実績
　　4名を派遣
○平成21年度～平成26年度まで
の派遣実績
　　延べ23名を派遣

○医師不足が深刻な市町村公立病院
等に対して一定期間医師を派遣するた
め、地域医療支援ドクター事業を引き続
き実施し、地域の医療体制の確保に努
める。

東京都地域医療支援ドク
ター事業

島しょ看護職員定着促進
事業

○へき地における医療従事者の定着を
促進するため、島しょ地域で情報共有
の機会提供や研修などの取組を実施す
る。また、Web会議システムを利用し、島
しょの医療従事者のみでなく、都立病院
の医師等も参加した症例の検討会や情
報交換会を実施する。

○奨学金被貸与者のキャリア形
成支援
・へき地医療研修として三宅村、
神津島村、御蔵島村にて、計１２
日間研修（船中含む）を実施
・地域医療に関する講義・ワーク
ショプ実施（年１回）
○東京都地域医療支援センター
運営委員会の開催（年２回）

東京都地域医療支援セン
ター

医師等医療従事者の確保方策を協
議する「東京都地域医療対策協議
会」で決定した医師確保対策の方針
に基づき、各医療機関における医師
確保支援、地域医療医師奨学金被
貸与者のキャリア形成支援、医師確
保状況の実態把握、求人・求職情報
等医師確保対策に関する情報発信
など、都の特性を踏まえた医師確保
対策を推進します。

東京都地域医療支援セン
ターの運営及び同委員会の
開催

島しょ地域において働く看護職を対
象に出張研修や一時的に島を離れ
る際の短期代替看護職員派遣を実
施することにより、島しょ地域に勤務
する看護職員の働きやすい環境を整
え、定着を促進します。

○出張研修
　島しょで働く看護職員が、
島を離れずに研修を受ける
機会を設けることで、看護職
員のモチベーションの向上
やケアの質の向上を図る
○短期代替看護職員派遣
　島しょの看護職員が研修
等により一時的に島を離れ
る際に、代替看護職員派遣
を実施し、看護職員がより勤
務を継続しやすい環境を整
備

資料出典

救急災害医療課調べ

救急災害医療課調べ

救急災害医療課調べ

A：著しく順調に進んでいる           B：概ね順調に進んでいる 

C：順調に進んでいない            D: 指標の見直しが必要 

-6-



　

東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画
（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）施策目標 具体的取組（要旨）

○看護職員関係イベントへの
ブース出展１回、島しょ振興イベ
ントへのパンフレット設置１回、東
京都ナースプラザへのパンフレッ
ト設置（通年）

○無料職業紹介事業所登録者
数：平成２７年度末現在１０４名（２
６年度末現在８７名）

（目標１）
へき地町村
の行う医療
従事者確保
を支援する

○へき地における医療従事者の定着を
促進するため、島しょ地域で情報共有
の機会提供や研修などの取組を実施す
る。また、Web会議システムを利用し、島
しょの医療従事者のみでなく、都立病院
の医師等も参加した症例の検討会や情
報交換会を実施する。

へき地医療連絡会 Web会議システムを用いて、島しょ医
療機関医師、都立広尾病院医師、都
庁職員等を構成員とする連絡会を定
期的に開催し、救急搬送症例検討や
各種情報交換を行います。

年１０回開催 年１０回開催

（目標２）
へき地勤務
医師等の医
療活動を支
援する

○へき地医療機関に勤務する医師が研
修・休暇等で一時的に不在となる場合
に代診の医師を派遣し、医師の自己研
鑽やリフレッシュの機会を十分に確保
し、長期にわたるへき地勤務が可能とな
るよう勤務環境を引き続き整備していく。

代診医師派遣 へき地医療機関に勤務する医師が研
修・休暇等で一時的に不在となる場
合に代診の医師を派遣し、医師の自
己研鑽やリフレッシュの機会を十分に
確保し、長期にわたるへき地勤務が
可能となるよう勤務環境を引き続き整
備します。

充足率１００％ 【平成２７年度実績（カッコ内は２
６実績）】
○派遣要請件数１００（１０３）件
／対応件数１００（１０３）件＜充
足率１００％＞

○派遣日数４２７（４８８）日

【平成２７年度実績（カッコ内は２
６実績）】
収容５（８）人、医師添乗１（２）件

○島しょ医療機関と都立広尾病院を結
んでいる画像電送システムについて、静
止画だけでなく動画の電送もできるよう
にするなど、診療機能の向上に資する
システムの検討、更新を行い、へき地で
の診療活動の一層の充実を支援する。

島しょ医療用画像電送シ
ステム

島しょ医療基幹病院である都立広尾
病院と島しょ医療機関及び都庁との
間に遠隔読影とWeb会議の機能を持
つ島しょ医療用画像電送システムを
設置し、医療機関相互の連携を図る
とともに、基幹病院が島しょの診療活
動を支援することにより、島しょの医
療水準の向上を図ります。

システム更新による利便性
の一層の向上

【平成２７年度実績（カッコ内は２
６実績）】
○画像電送依頼件数１，２２１
（１，０５１）件、送信枚数１５７，４
５８（１１２，３８７）枚

○平成２７年１２月に新システム
に更新。操作性や画像表示能力
など機能向上

○東京型ドクターヘリ協力病院（平成２４
年10月１日現在１１病院）については、
各医療機関の特色を活かした受入体制
を検討する。

ヘリコプター救急医療搬
送体制整備事業

広尾病院をはじめとする都立病院等
の他に協力病院を拡充整備すること
により、へき地等における救急医療体
制を向上させます。 －

医師勤務環境改善事業
(平成20年度事業開始）

都内の医療体制の安定的な確保が
可能となるよう、病院勤務医師の勤務
環境を改善し、医師の離職防止と定
着を図る取組及び職場を離れた女性
医師等の復職を支援する取組に対
し、必要な経費を補助します。
　対象：都内病院　（ただし、国、都、
独立行政法人等を除きます。）

【対象経費及び予算規模】
○　勤務環境改善及び再就
業支援事業32病院
○　相談窓口の設置　2病院
○　チーム医療の推進26病
院
【補助率】
１／２

平成26年度からは、対象病院を
小児、周産期、救急に限定せ
ず、都内全病院に拡大
【実績】
平成26年度　延べ49病院
平成27年度　延べ58病院

○平成27年度新規貸与者数
　・【特別貸与】25名
　・【一般貸与】  8名
○平成26年度末貸与者数
　・【特別貸与】119名
　・【一般貸与】 74名

○再就職相談会など医療従事者の求
人関係の各種イベントを有効に活用し、
へき地医療の普及・啓発を図るととも
に、無料職業紹介事業の求職登録者数
の増加を図る。

○東京都へき地医療支援機構のホーム
ページに、へき地で活躍する医療従事
者の体験談や、島の魅力などを盛り込
む等、掲載内容の一層の充実を図る。

東京都へき地医療支援機
構無料職業紹介事業

東京都へき地医療支援機構（事務
局：医療政策部救急災害医療課）内
に無料職業紹介事業所を設置し、医
療従事者全般を対象とした、職業安
定法に規定される無料職業紹介事業
を実施し、へき地町村の医療従事者
の確保を支援します。

医療勤務環境改善支援
センター事業（平成２６年
度事業開始）

医師、看護師等の医療スタッフの勤
務環境を改善することにより、医療安
全の確保及び医療の質向上を図るた
め、医療従事者の勤務環境改善に
関する相談に応じ、必要な情報の提
供、助言等の援助を行うなど、働きや
すい環境整備に向けた医療機関の
主体的な取組を支援します。

【主な事業計画】
○　導入支援
　病院からの希望により、社
会保険労務士、医業経営ア
ドバイザーが訪問し、課題抽
出、改善計画策定を支援
○　電話相談支援センター
においてアドバイザーが相
談

各種イベント等へのブース
出展またはパンフレット設置
（随時）

平成２６年１０月１日改正医療法
の施行と同時に、東京都医療勤
務環境改善支援センターを設
置・運用を開始
【実績】
平成２６年度
　導入支援　１１医療機関
　電話相談　１９件
平成２７年度
　導入支援　１１医療機関
　電話相談　１１４件

地域医療を担う医師養成
事業（東京都地域医療医
師奨学金）

将来、都内の医師確保が必要な地域
や診療科等に医師として従事しようと
する者に対し、地域医療医師奨学金
を貸与し、都内の医師確保が必要な
地域や診療科等の医師の確保及び
質の向上に寄与します。

東京都地域医療医師奨学
金制度の実施
○【特別貸与】医学部定員
増による奨学金（順天堂大
学：10名、杏林大学：10名、
東京慈恵会医科大学：5名）
○【一般貸与】都内13大学
の5、6年生に対する奨学金

○地域医療支援センターを設置し、地
域枠医師等の育成や、就業支援を行
い、地域医療に従事する医師の確保と
定着を図る。
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東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画
（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）施策目標 具体的取組（要旨）

○へき地診療所において、引き続き診
療に必要となる施設・設備の整備に要
する経費を補助することにより、へき地
診療所の医療機能の充実を図る。

へき地診療所医療機器整
備費補助事業等

へき地医療機関の診療基盤を確保
するため、へき地町村が行う診療所
及びその医師住宅、看護師住宅の新
設、増改築及び改修や、診療所に必
要な医療機器の購入に要する経費を
補助します。

設備整備費５か所 【平成２７年度実績（カッコ内は２
６実績）】
○設備整備費５（５）か所

○へき地町村が専門診療事業を実施す
る際に、専門医を確保するための調整
等を行うとともに、その経費を補助するこ
とにより、引き続きへき地町村で確保困
難な専門医療の確保を図っていく。

へき地専門医療確保事業 眼科や耳鼻咽喉科などの特定の診
療科について、へき地町村内で確保
することが困難で、町村外から専門の
医師等を確保して診療を実施する場
合の医師等の確保に要する経費を
補助します。

全へき地町村（１１町村）で
実施

【平成２７年度実績（カッコ内は２
６実績）】
１１（１１）町村【全へき地町村】

（目標３）
へき地医療
の提供体制
の整備を行
う
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９　周産期医療の取組

【評価指標】

【主な事業】

第２部各論　第１章　第３節　疾病・事業ごとの医療連携体制の取組

NICUの整備 291床 320床
（26年度末）

294床 315床 326床

項目
計画時
実績 25年度 26年度 27年度

救急災害医療課調べ

救急災害医療課調べ

実績
資料出典

Ａ

評価

増やす 19病院 22病院 24病院

Ａ

目標

産科：2.15
NICU：1.21 Ｂ

増やす 9病院 13病院 17病院

周産期センターにおける搬送受入
件数に対する搬送要請件数

産科：2.01
NICU：1.18

下げる
産科：1.98
NICU：1.22

産科：1.87
NICU：1.12

Ａ

NICU入院児支援コーディネーター
配置病院数

15病院 救急災害医療課調べ

救急災害医療課調べ短期入院（レスパイト）実施病院数 7病院

東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画
（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）施策目標 具体的取組（要旨）

（目標１）
周産期母子
医療セン
ター等周産
期医療施設
の機能を強
化する

○NICUの運営や整備への支援を行
い、出生1万人に対し、30床を目標に整
備する。併せて、搬送調整機能や母体
救命対応機能、麻酔科医師、臨床心理
技術者、入院児支援コーディネーター
の配置促進等、周産期センターの機能
を強化し、妊婦・新生児の搬送受入体
制を強化する。

- - -
ＮＩＣＵ病床の整備（平成28年3月
31日現在　326床)

- - -
周産期母子医療センターの整備
（平成28年3月31日現在　27病
院）

周産期医療施設等整備
費補助

ハイリスク妊娠や産褥、病的新生児
に的確に対応するため、出産前後の
母体・胎児から新生児への一貫した
管理を行う母体・胎児集中治療管理
室（Ｍ－ＦＩＣＵ）や、新生児集中治療
管理室（ＮＩＣＵ）を整備し、高度な周
産期医療を適切に提供する医療基
盤の整備を促進します。

施設整備：0病院
設備整備：19病院

平成27年度 施設整備：1病院、
設備整備：15病院

産科医等確保支援事業 産科医等の処遇を改善しその確保を
図るため、分娩手当等を支給する分
娩取扱機関に対して財政支援を行い
ます。

１１４施設 平成27年度 94施設

産科医等育成支援事業 臨床研修終了後の専門的な研修に
おいて、産科を選択する医師に対
し、研修医手当を支給することによ
り、
将来の産科医療を担う医師の育成を
図ることを目的とします。

18施設 平成27年度 15病院

新生児医療担当医確保
支援事業

過酷な勤務状況にある新生児医療
担当医（新生児科医）の処遇を改善
するため、出産後ＮＩＣＵへ入室する
新生児を担当する医師に対し手当を
支給します。

15施設 平成27年度 13病院

○医療機関の機能分化を進め、ミドルリ
スクの妊婦に対応する周産期連携病院
の整備を促進し、医療資源の効率的活
用を図る。

周産期連携病院（休日・
全夜間診療事業）

ミドルリスク分娩の受け皿としての二
次医療機関の役割を評価し、重点的
に支援・確保することにより、周産期
母子医療センターへの分娩・搬送集
中を緩和し、妊婦のリスクに応じた体
系的な受入体制の確保を図ります。

15施設 周産期連携病院の指定（平成27
年度　10病院)

周産期連携病院ＮＩＣＵ
運営費補助

周産期連携病院において、新生児搬
送を受入れるＮＩＣＵの運営に対して
補助を行うことにより、不足するＮＩＣ
Ｕの増床を図り、周産期母子医療セ
ンター以外でのハイリスク新生児搬送
受入機能を強化することを目的としま
す。

2施設 平成27年度 1病院

○奨学金制度を利用した医師が、地域
の周産期医療に携わり定着していくよ
う、支援を行っていく。

地域医療を担う医師養成
事業（東京都地域医療医
師奨学金）（再掲）

将来、都内の医師確保が必要な地域
や診療科等に医師として従事しようと
する者に対し、地域医療医師奨学金
を貸与し、都内の医師確保が必要な
地域や診療科等の医師の確保及び
質の向上に寄与します。
（再掲）

東京都地域医療医師奨学金
制度の実施
○【特別貸与】医学部定員増
による奨学金（順天堂大学：
10名、杏林大学：10名、東京
慈恵会医科大学：5名）
○【一般貸与】都内13大学の
5、6年生に対する奨学金
(再掲)

○平成27年度新規貸与者数
　・【特別貸与】25名
　・【一般貸与】  8名
○平成26年度末貸与者数
　・【特別貸与】119名
　・【一般貸与】 74名
(再掲)

A：著しく順調に進んでいる           B：概ね順調に進んでいる 

C：順調に進んでいない            D: 指標の見直しが必要 
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東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画
（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）施策目標 具体的取組（要旨）

（目標２）
周産期搬送
体制の整備
を進める

○東京都母体救命搬送システム及び周
産期搬送コーディネーター制度の検証
を通じ、周産期搬送体制の強化を図る。

○母体救命対応総合周
産期センター
○周産期搬送コーディ
ネーター

○脳卒中や出血性ショックなど重症
な疾患により緊急に母体救命処置を
必要とする妊婦等が、近くの救急医
療機関等で受入れが決まらない場合
に、必ず受け入れる「スーパー総合
周産期センター」を指定します。
○選定困難事案の減少や選定時間
の短縮等を目的として、24時間体制
で全都域を対象に搬送調整を行う周
産期搬送コーディネーターを配置し
ます。

5施設（母体救命対応総合周
産期センター）

○スーパー総合周産期センター
（母体救命搬送システム）の充実
（平成28年3月31日現在　5病院）
○周産期搬送コーディネーター
の配置

○近隣３県（埼玉・神奈川・千葉）との間
で、周産期搬送体制について情報を共
有するとともに、県域を越えた周産期搬
送のルール作りについて検討し、必要
な連携体制を構築する。

- - -

神奈川県とは平成24年1月から、
埼玉県とは平成26年4月から試
行を実施

○周産期医療情報システムの活用等に
より、周産期センター及び周産期連携
病院の診療能力情報の共有化を行い、
搬送先選定の効率化を図る。

周産期医療情報ネット
ワーク

都における周産期医療対策事業の
一層の推進を図るため、周産期医療
ネットワーク等を通じて母子医療情報
を有効に活用し、また周産期医療に
おける専門知識・技術を提供すること
などにより、母子医療水準の向上を
図ります。

-

周産期医療情報システムの運営

（目標３）
周産期医療
施設間の連
携を推進す
る

○地域の周産期医療機関等の従事者
で構成する地域連携会議の開催等を通
じて、各周産期医療ネットワークグルー
プにおいて搬送の基準やルールの共有
化を図ることにより、医療機関等の機能
に応じた役割分担と連携の充実・強化
を図る。

周産期医療ネットワークグ
ループの構築

普通分娩や二次医療機関でも入院
管理可能な妊婦や新生児が、本来ハ
イリスク分娩や病的新生児の管理、
治療を担うべき周産期母子医療セン
ターに集中し、センターでの緊急搬
送の受入が困難な状況が生じていま
す。
　この状況に対応するため、周産期
医療ネットワークグループを設定し、
グループ内で一次、二次、三次の医
療機能分化を図り、搬送条件を共有
化するなどの連携を図ることにより、
限られた医療資源を有効に活用し、
緊急搬送等に対応します。

8グループ 周産期医療ネットワークグループ
の構築（平成27年度　8グルー
プ）

○地域において、保健・医療・福祉の各
分野と連携を深めながら、在宅生活を
支える療育環境の整備を進める。

小児等在宅移行研修事
業

PICU入院児も含めた在宅移行が望
ましい小児等の在宅療養への円滑な
移行を促進するため、職種ごとの実
践的研修や多職種合同の研修を実
施し、小児在宅移行を担う人材の育
成及び確保を行います。

職種別5回、多職種合同1回 平成27年度　職種別6回、多職種
合同1回　計174名

（目標４）
ＮＩＣＵ等入
院児の在宅
療養等への
移行支援を
進める

○周産期センターにおけるNICU入院児
支援コーディネーターの配置促進、在
宅移行支援病床の配置促進、在宅療養
相談事業の活用等による、在宅移行支
援を強化する。また、短期入院（レスパイ
ト）による家族の一時支援、急性増悪時
の児の受入れ等、在宅移行後の支援の
充実を図る。

- - -

在宅療養児一時受入支
援事業

ＮＩＣＵ等長期入院児の在宅医療中
の定期的医学管理及び保護者の労
力の一時支援を目的とします。

22病院 平成27年度　17病院

ＮＩＣＵ入院児支援コーディネー
ターの配置（平成27年度　24病
院）

在宅移行支援病床運営
事業

NICUやGCUに長期入院している又
は同等の病状を有する気管切開以
上の呼吸管理を必要とする小児（「以
下「NICU等長期入院児」という。）に
ついて、在宅生活へ円滑に移行する
ためNICU・GCUと在宅療養の間に、
中間的病床として在宅移行支援病床
を設置することにより、NICU等の満床
の解消を図るとともに在宅療養等へ
の円滑な移行を促進します。

8病院 在宅移行支援病床の運営（平成
27年度　9病院）
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10　小児医療の取組

【評価指標】

【主な事業】

第２部各論　第１章　第３節　疾病・事業ごとの医療連携体制の取組

項目
計画時
実績

目標
実績

評価

救急専門医等（小児）の養成 795名 増やす 1,025名 1,259名 1,493名

16.8
（26年度） Ａ

25年度 26年度 27年度

幼児死亡率（１～４歳人口　十万
対）

18.5 下げる
16.2

（24年度）
13.7

（25年度）

Ａ乳児死亡率（出生数　千対） 2.0 下げる
2.2

（24年度）
2.0

（25年度）

東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画
（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）施策目標 具体的取組（要旨）

（目標１）
小児救急医
療体制の実
施体制を確
保する

○東京都小児医療協議会に専門部会
を設置し、小児初期救急平日夜間診療
事業の推進、小児初期救急医療事業
の未整備地域への対応を検討する。

東京都小児医療協議会 医療機関、関係機関、区市町村等で
構成される協議会を設置し、初期救
急から三次救急までの小児救急医
療体制の確保・充実を図っていま
す。

協議会　年２回
関係部会・検討会　年２
回

○休日・全夜間診療事業（小児）へ参
加する医療機関に対し、施設・設備等
の整備への支援を通じて、二次救急医
療体制の充実・強化を図る。

休日・全夜間参画医療機
関整備費補助（小児）

休日の昼間及び夜間、平日の夜間
において、入院を必要とする小児の
重症救急患者に対応する医療機関
が、施設・整備等をより充実させるこ
とを目的とした整備に対し、その経費
を補助することにより二次救急医療
体制の充実を図っています。

２病院 休日・全夜間診療事業（小児）へ
の参画医療機関へ施設・設備等
補助
平成24年度2病院
平成25年度1病院
平成26年度１病院
平成27年度1病院

（目標２）
こども救命
センターの
機能強化を
図る

○東京都小児医療協議会に専門部会
を設置し、こども救命センターにおける
転院・退院に向けた取組への支援に係
る対応等を検討していく。

東京都小児医療協議会
（再掲）

医療機関、関係機関、区市町村等で
構成される協議会を設置し、初期救
急から三次救急までの小児救急医
療体制の確保・充実を図っていま
す。
（再掲）

○地域研修会の実施などを通じ、医療
機関に「こども救命センター」事業の周
知を図るとともに、地域で小児医療を担
う医療機関の連携・ネットワーク化を一
層進め、こども救命センターの機能強
化を図る。

こども救命センターの運
営

他の医療機関では救命治療の継続
が困難な小児重篤患者の受入要請
があった場合に、患者を必ず受け入
れ、迅速かつ適切な救命治療を行う
「東京都こども救命センター」として、
都立小児総合医療センターなど４施
設を指定しています。同センターで
は、救命処置のほか、医療連携の拠
点として、円滑な転院搬送のための
施設間の連携を図るとともに、地域の
医療機関をサポートする臨床教育・
研修等を実施しています。

○こども救命センターに関するパ
ンフレットの作成、配布（小児科
標榜医療機関）及び地域ブロック
会議でのこども救命センター事
業の周知

○こども救命センター３施設に退
院支援コーディネーターをモデル
配置

４施設

資料出典

救急災害医療課調べ

「住民基本台帳による東京都の世
帯と人口」（東京都）、人口動態統
計（東京都）から算出

「住民基本台帳による東京都の世
帯と人口」（東京都）、人口動態統
計（東京都）から算出

協議会　年２回
関係部会・検討会　年２
回
（再掲）

急性期を過ぎた小児患者の円滑
な転院・退院支援体制について
方策等を検討するため、こども救
命センター転院・退院支援体制
検討部会を開催
平成25年度3回開催
平成26年度3回開催

○今後の小児初期救急医療事
業について検討するため、小児
初期救急医療体制検討部会を
開催（平成24年度2回、平成25年
度1回開催）

○東京都小児医療協議会にお
いて小児初期救急医療体制の
検討を含めた小児医療体制の強
化について検討・協議（平成24
年度1回、平成25年度1回、平成
26年度1回、平成27年度1回開
催）

1.9
（26年度）

Ｂ

A：著しく順調に進んでいる           B：概ね順調に進んでいる 

C：順調に進んでいない            D: 指標の見直しが必要 

A：著しく順調に進んでいる           B：概ね順調に進んでいる 

C：順調に進んでいない            D: 指標の見直しが必要 
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東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画
（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）施策目標 具体的取組（要旨）

（目標４）
地域の小児
医療体制の
確保を図る

（目標３）
小児医療に
関する普及
啓発・相談
支援事業を
推進する

○夜間や休日に受診可能な医療提供
施設の情報を提供していくため、“ひま
わり”や“ｔ－薬剤いんふぉ”などの案内
サービスの充実を図っていく。

医療機関情報システム化
推進事業

　人口の高齢化、疾病構造の変化等
に伴い増加している、保健医療情報
への需要に対応するため、医療・福
祉に関する相談対応や医療機関等
の情報提供を行っています。

都民の主体的な保健医療への参画
とセルフケア能力の向上を支援する
ため、インターネットを通じて親しみ
やすく信頼性の高い医療情報及び
子育て情報を提供しています。

○区市町村における普及啓発事業を
促進するなど、小児救急医療普及啓発
事業の推進策を検討していく。

小児救急普及啓発事業
（包括補助事業）

子供の保護者に対し、身近な地域の
医療機関の情報、子供の病気に関
する基礎的な知識、子供の急病時の
対処方法等についての情報提供や
学習機会を提供し、子供の急病時に
おける保護者の適切な受療行動を
推進する区市町村の普及啓発事業
を支援しています。

４２地区（小児初期救急
平日夜間診療事業を実
施する区市町村等を対
象）

小児救急医療に関する普及啓発
事業を実施する区市町村へ補助
平成24年度7区市
平成25年度9区市
平成26年度10区市
平成27年度9区市

保健医療情報センター運
営

東京都こども医療ガイド
（Webサイト）の運営

Webサイト「東京都こども医療ガイ
ド」について、掲載内容を見直し
を行うとともに、ホームページを一
新
○Webサイトアクセス数104,593
件

保健医療情報センター
の運営

○子供の受診の必要性の判断や子供
の健康に関する相談支援を行う電話相
談「母と子の健康相談室」（小児救急相
談）や「東京都こども医療ガイド」につい
て普及啓発を図る。

「母と子の健康相談室」
（小児救急相談）

母子の健全な育成を図るとともに、母
と子の健康に関する不安や悩みを身
近なところで解消し、小児初期救急
の前段階で安心を確保する。

相談事業の確実な実施 「母と子の健康相談室」（小児救
急相談）
平成27年度　36,903件（うち小児
救急相談分　32,899件）

医療ガイドシステム

医療機関案内サービス
ひまわり（Webサイト）の
運営

○奨学金制度を利用した医師が、地域
の小児医療に携わり定着するよう、支援
を行う。

地域医療を担う医師養成
事業（東京都地域医療医
師奨学金）（再掲）

将来、都内の医師確保が必要な地
域や診療科等に医師として従事しよ
うとする者に対し、地域医療医師奨
学金を貸与し、都内の医師確保が必
要な地域や診療科等の医師の確保
及び質の向上に寄与します。
（再掲）

東京都地域医療医師奨
学金制度の実施
○【特別貸与】医学部定
員増による奨学金（順天
堂大学：10名、杏林大
学：10名、東京慈恵会医
科大学：5名）
○【一般貸与】都内13大
学の5、6年生に対する奨
学金
(再掲)

○平成27年度新規貸与者数
　・【特別貸与】25名
　・【一般貸与】  8名
○平成26年度末貸与者数
　・【特別貸与】119名
　・【一般貸与】 74名
(再掲)

○病院勤務医師の負担軽減を図るた
め、育児中の女性医師等への支援を含
め、医師の勤務環境を改善する取組を
支援する。

医師勤務環境改善事業
(平成20年度事業開始）
（再掲）

都内の医療体制の安定的な確保が
可能となるよう、病院勤務医師の勤
務環境を改善し、医師の離職防止と
定着を図る取組及び職場を離れた
女性医師等の復職を支援する取組
に対し、必要な経費を補助します。
　対象：都内病院　（ただし、国、都、
独立行政法人等を除く）
（再掲）

【対象経費及び予算規
模】
○　勤務環境改善及び
再就業支援事業32病院
○　相談窓口の設置　2
病院
○　チーム医療の推進26
病院
【補助率】
１／２
（再掲）

平成26年度からは、対象病院を
小児、周産期、救急に限定せ
ず、都内全病院に拡大した。

平成26年度　延べ49病院
平成27年度　延べ58病院
（再掲）

特定機能病院勤務医等
負担軽減支援事業
(平成２６年度事業開始）

都内の特定機能病院において、専
門医等の勤務医の負担軽減を図る
ため、病棟又は外来における医師事
務作業補助者を雇用するための経
費を一部補助し配置を促進します。

【対象経費及び予算規
模】
○　医師事務作業補助
者を雇用する際に生じる
人件費の補助を行う。　１
６施設
【補助率】
１／３

平成２６年度　 １０病院
平成２７年度　１１病院

※　２か年の事業

医療勤務環境改善支援
センター事業（平成２６年
度事業開始）
（再掲）

医師、看護師等の医療スタッフの勤
務環境を改善することにより、医療安
全の確保及び医療の質向上を図る
ため、医療従事者の勤務環境改善
に関する相談に応じ、必要な情報の
提供、助言等の援助を行うなど、働き
やすい環境整備に向けた医療機関
の主体的な取組を支援します。
（再掲）

○　導入支援
　病院からの希望により、
社会保険労務士、医業
経営アドバイザーが訪問
し、勤務環境改善のため
の課題抽出、計画策定
を支援。
○　電話相談
　支援センターに配置さ
れたアドバイザーが相談
に対応
（再掲）

平成２６年１０月１日改正医療法
の施行と同時に、東京都医療勤
務環境改善支援センターを設
置・運用を開始。

平成２６年度
　導入支援　１１医療機関
　電話相談　１９件
平成２７年度
　導入支援　１１医療機関
　電話相談　１１４件
（再掲）

〇保健医療情報センター等実績
・保健医療福祉相談：56,877件
・“ひまわり”Webサイトアクセス
数：1,363,989件

○“ひまわり”が活用されるよう、
バス広告による広報を行うととも
に、普及啓発を図るためクリア
ファイルを配布
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東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画
（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）施策目標 具体的取組（要旨）

（目標４）
地域の小児
医療体制の
確保を図る

○小児初期救急医療事業の未整備地
域への対応等の検討を踏まえて、地域
の診療所の開業医等を対象とした研修
事業を実施するとともに、救急医等に対
する専門研修を継続して実施する。

地域における小児医療研
修事業

都内の診療所の医師を対象として小
児医療に関する臨床研修等を実施
し、地域の小児医療水準の向上を図
るとともに、地域において小児救急
医療を担う人材の確保を進めていま
す。

○臨床研修：20人
○地域研修会：10回
○小児救急研修会：1回

地域の診療所の開業医等を対象
に研修（臨床研修等）を実施
平成27年度実績：臨床研修6人、
地域研修会7回、小児救急研修
会1回

①救急専門医等養成事
業（小児）
②小児集中治療室従事
者研修

①救急告示医療機関等に勤務する
医師等に対し、小児の救命救急に関
する専門的な研修を行うことで、小児
救急医療全体のレベルアップを図っ
ています。
②良質な小児救命救急、集中治療
体制を維持していくため、小児集中
治療医を志す医師を対象に研修を
実施し、育成することで、都における
小児医療の充実、確保を図っていま
す。

①受講者規模：240人
②対象施設：1施設（病
院経営本部予算分を除
く）

○平成25年度から、東京都小児
がん診療病院を認定（H27.4.1現
在 11か所）

○小児がん拠点病院（2か所）と
東京都小児がん診療病院等で
構成する東京都小児がん診療連
携協議会を設置（平成25年度）
し、各施設の小児がん診療実績
の情報共有・公開、公開講座の
開催、地域医療機関の育成等を
推進

救急医等に対する専門研修を実
施
○PALS研修：平成24年度254
名、平成25年度230名、平成26
年度234名、平成27年度234名

○小児集中治療に関する研修：
平成26年度1施設、平成27年度1
施設（病院経営本部分実績を除
く。）

○在宅療養中の小児や若年層の患者
への対応について、地域の実情を把握
した上で、検討を進める。

在宅療養普及事業（小児
等在宅医療検討部会）

小児等在宅医療連携拠点事業（国
モデル事業）の実施等を踏まえ、今
後の施策展開を検討するため、小児
等在宅医療検討部会を設置し、取組
を推進していきます。

小児等在宅医療検討部
会の開催　４回

小児等在宅医療検討部会の開
催　２回

○健康の大切さの理解促進と望ましい
生活環境実践に向け、教職員の研修
等も含め、児童・生徒への健康教育の
一層の充実を図る。また、学校保健委
員会の役割や機能を充実させるととも
に、家庭や地域の関係機関と連携し、
がん予防のための健康教育を推進す
る。（再掲）

－

区市町村で実施した健康教育の事
例を収集し、先駆的な取組を他地区
に紹介するなど、情報共有を通じて
推進を図ります。

－

区市町村のがん検診担当者を対
象に区市町村が独自に取り組ん
でいるがん予防に関する健康教
育の状況調査を実施し、その実
践例を区市町村に紹介

○小児がん医療機関が多数存在する
都の特性を活かし、「東京都小児がん
診療連携ネットワーク（仮称）」を構築
し、小児がん拠点病院やネットワークに
参画する医療機関等との連携を推進
し、診療連携や相談支援を実施する。
　また、小児医療に携わる医師及び医
療従事者や都民に対し、小児がんに関
する様々な情報提供や普及啓発を行
い、社会全体の小児がんに関する理解
を深める。（再掲）

がんポータルサイトの運
営

がんに関する各種の情報を集約し、
分かりやすく提供します。

－

東京都がんポータルサイトにお
いて、小児がんに関する情報を
発信

東京都小児がん診療連
携推進事業

小児がんに関して高度な診療機能を
有する医療機関による診療連携体制
として、「東京都小児がん診療連携
ネットワーク」を整備し、ネットワークを
中心として設置する東京都小児がん
診療連携協議会において、都全体
の小児がんの診療連携体制や相談
支援体制等について、検討・構築し
ます。

東京都小児がん診療連
携協議会の設置・運営
（東京都小児須郷医療セ
ンターへの委託）

-13-



　

【評価指標】

【主な事業】

第２部各論　第１章　第４節　在宅療養の取組

○医療コーディネート体制の整
備　6区市町村
○退院患者への医療・介護連携
支援体制の整備　6区市町村
○在宅医と入院医療機関の連携
促進　3区市町村

区市町村在宅療養推進
事業

在宅における医療と介護の連携を推
進するに当たり、医療側から介護側
へ支援するための体制を整備するた
め、区市町村の取組を支援します。

小児等在宅医療検討部
会
(在宅療養普及事業）（再
掲）

小児等在宅医療検討部
会の開催　４回（再掲）

東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

○在宅療養中の小児、若年層、がんや
認知症の患者などへの対応について、
地域の実情を把握した上で、検討を進
める。（再掲）

在宅療養に関する理解を図るための
シンポジウムを開催します。

小児等在宅医療連携拠点事業（国
モデル事業）の実施等を踏まえ、今
後の施策展開を検討するため、小児
等在宅医療検討部会を設置し、取組
を推進していきます。（再掲）

小児等在宅医療検討部会の開
催　２回（再掲）

○住民に最も身近である区市町村が在
宅療養の推進を担う実施主体となり、地
域包括ケアの視点に立った在宅療養体
制を構築する。

シンポジウム
(在宅療養研修事業）

事業概要

連絡会の開催　２回

在宅療養を取り巻く新たな課題に対
応していくため、区市町村が医療機
関等と協働で実施する新たな取組を
支援します。

在宅療養患者のより質の高い療養生
活の実現を図るため、区市町村と地
区医師会の在宅療養担当者との相
互理解をより一層深める機会として、
都の施策の説明や先行事例の紹介
等を行う「区市町村・地区医師会在
宅療養担当者連絡会」を開催しま
す。

連絡会の開催　２回

在宅療養推進会議の開
催　２回

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）

○小児等在宅療養支援体制構
築事業　　４地区
○災害時も視野に入れた在宅療
養患者等の搬送体制構築　３地
区
○在宅療養患者の災害時支援
体制確保　５地区
○東京都保健医療計画に掲げ
た課題を解決するため実施する
在宅療養体制構築　２６地区

項目

シンポジウムの開催

施策目標 具体的取組（要旨）

（目標２）
在宅療養を
支える地域
医療体制の
充実を図る

○在宅療養の取組を広げるため、「区
市町村連絡会」等において、都の事業
報告や区市町村の先行事例紹介を通
し、各地域における在宅療養推進に当
たっての課題を共有し、その解決策を
検討するなど、区市町村の取組を更に
支援する。

在宅療養環境整備支援
事業
(医療保健政策区市町村
包括補助事業)

計画時
実績

目標
実績

評価

Ａ
1,420
箇所

増やす

25年度 26年度 27年度

1,532箇所
（H26.4.1）

1,528箇所
（H27.4.1）

1,528箇所
（H28.4.1）

資料出典

関東信越厚生局「届出受理
医療機関名簿」

訪問看護ステーション
603

事業所
増やす

753事業所
（H26.4.1）

855事業所
（H27.4.1）

959事業所
（H28.4.1）

在宅医等相互支援体制構築事業
の実施

15地区
医師会

増やす
16地区
医師会

Ａ

事業名

急速な高齢化の進展や都民のニー
ズ、医療制度の変化に対応し、限ら
れた医療資源を有効に活用しなが
ら、都民が身近な場所で安心して適
切に在宅療養を受けることができる
仕組みを構築するため、東京都在宅
療養推進会議において全都的な取
組が必要な事項について検討し、都
内全域で地域の実情に応じた在宅
療養の推進を図ります。

関東信越厚生局「届出受理
医療機関名簿」

高齢社会対策部介護保険課
調べ

医療政策課調べ

在宅療養推進会議
(在宅療養普及事業）

平成２７年度計画
（予算規模等）

在宅療養支援診療所

在宅療養推進会議の開催　３回

病院から在宅医療への円滑な移行
や安定的な在宅療養生活を継続す
るため、在宅療養支援窓口を中心
に、医療と介護の連携を強化し、地
域における医療的ケアが必要な高齢
者等の在宅療養の環境整備を図る
区市町村を支援します。

-

○在宅療養支援窓口事業　15区
市町村
※累計　22区市町村
○在宅療養後方支援病床確保
事業　5区市町村
※累計　11区市町村
○在宅療養推進協議会　19区市
町村
※　累計27区市町村

20地区
医師会

25地区
医師会

90箇所
（H26.4.1）

20地区

（目標１）
区市町村を
実施主体と
した包括的
な在宅療養
体制を構築
する

○在宅療養における患者・家族の意思
を尊重した病状変化時の対応や看取り
ができる支援体制など、超高齢社会の
到来を見据えた在宅療養を支える地域
医療体制の構築に向けた検討を進め
る。

シンポジウムの開催　平成27年
11月　テーマ「看取りと多職種連
携」
参加者　２８０名

在宅療養推進区市町村
支援事業

区市町村・地区医師会在
宅療養担当者連絡会
(在宅療養普及事業）

62区市町村

在宅療養支援病院 53箇所 増やす
97箇所

（H27.4.1）
97箇所

（H28.4.1）

Ａ

Ａ

A：著しく順調に進んでいる           B：概ね順調に進んでいる 

C：順調に進んでいない            D: 指標の見直しが必要 
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東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業概要
これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）
施策目標 具体的取組（要旨）

事業名
平成２７年度計画
（予算規模等）

（目標２）
在宅療養を
支える地域
医療体制の
充実を図る

多職種ネットワーク構築
事業
(在宅療養推進基盤整備
事業）

認定訪問看護師資格取
得支援事業

都内9ヶ所

訪問看護人材確保事業

誰もが住み慣れた地域で安心して在
宅療養を受けることができる環境の
整備を図るため、地区医師会が他の
団体や区市町村等と連携し、医療と
介護の関係者間において、ＩＣＴネッ
トワークの活用等により効果的に情
報を共有しながら連携して在宅療養
患者を支える体制の構築を図りま
す。

350名

福祉人材の確保・定着モ
デル事業

地域における教育ステー
ション事業

訪問看護認定看護師相当の指導者
が配置され育成支援のできる訪問看
護ステーションを教育ステーションに
指定し、地域の小規模事業所のニー
ズに応じた同行訪問等による指導・
助言を行うことにより、地域の訪問看
護人材の育成支援を行います。

訪問看護ステーション設
置促進・運営支援事業

訪問看護ステーション運営の安定
化・効率化や経営基盤の強化を支援
するため、個別相談会による支援を
行います。

年1回開催

平成27年度は都内9ヶ所で実施

管理者・指導者育成事業 人材育成も含めた人的資源管理、経
営的にも安定した事業所運営を行え
る管理者を育成するとともに、管理者
同士のネットワーク構築の推進を図る
ため、管理者等に対する研修を実施
します。

53事業者 平成２７年度は52事業者に個別
相談を実施

平成27年度は270名が研修を修
了

46地区医師会

訪問看護の推進に向けた取組につ
いて、中・長期的な対策を含め、多
角的・総合的に検討を行います。

訪問看護師勤務環境向
上事業

65事業者

地域における在宅療養環境の整備
を図るため、主治医・副主治医制の
導入や、在宅医と訪問看護ステー
ションとの連携等により、チームとして
24時間の診療体制を確保する取組
を支援します。

20地区医師会 ９地区医師会
※累計　25地区医師会

17名 平成27年度は14名に対して補助訪問看護の実践と相談・指導ができ
る看護師の育成を支援し、労働意欲
の向上、定着の促進、訪問看護師全
体の質の向上を推進するため、訪問
看護分野の認定看護師資格取得に
係る経費に対し、補助を行います。

平成27年度は年1回開催

年4回 在宅療養推進会議の部会として
訪問看護推進部会を設置し、訪
問看護の推進に向けた取組につ
いて検討
○平成27年度は年3回実施

○平成26年度より、事業実施
○平成27年度は、新規19事業
所、継続5事業所へ補助を実施

訪問看護推進部会

○平成26年度より、事業実施
○平成27年度は１事業者に対し
て補助

訪問看護師定着推進事
業

訪問看護ステーションが、勤務する
訪問看護師のワークライフバランスが
取れた働き方を可能とする働きやす
い職場環境の整備を行い、現に雇用
する訪問看護師が産休・育休・介休
を取得する場合において、必要な代
替職員の雇用に係る経費に対し、補
助を行います。

24名 ○平成26年度より、事業実施
○平成27年度は６名に対して補
助

事務職員の配置のない訪問看護ス
テーションが、看護職員の事務負担
軽減のために新たに事務職員を雇
用する場合、事務職員の雇用に係る
経費に対し、補助を行います。

継続22事業所
新規7事業所

訪問看護ステーションが、現に雇用
する訪問看護師の資質向上を図るた
め、事業所等が策定する研修計画に
基づき当該訪問看護師を研修等に
参加させる場合において、必要な代
替職員の雇用に係る経費に対し、補
助を行います。

45地区医師会

在宅医等相互支援体制
構築事業

○医療と介護の連携に重要な役割を担
う、訪問看護ステーションに対する施策
の充実を図るとともに、医療・介護の多
職種間における患者情報の共有を含め
た連携をより充実していく。

○在宅医療に携わる医師の負担を軽
減するため、在宅医が訪問看護ステー
ション等と連携しながら、又は、在宅医
相互に補完し合いながら、チームとして
24時間の診療体制を構築する地域の
取組を支援し、在宅療養支援診療所や
在宅療養支援病院の確保につなげる。

○一時入院や看取りなど地域の入院医
療機関等に求められる役割と支援の在
り方を検討し、在宅医を支える地域の入
院医療機関の相互支援体制の構築を
目指す。

○医療と介護の連携に重要な役割を担
う、訪問看護ステーションに対する施策
の充実を図るとともに、医療・介護の多
職種間における患者情報の共有を含め
た連携をより充実していく。

都民や看護師等に訪問看護の実際
や重要性、その魅力をＰＲし、訪問看
護の理解促進と人材確保を図るた
め、講演会等を実施します。
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東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業概要
これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）
施策目標 具体的取組（要旨）

事業名
平成２７年度計画
（予算規模等）

○訪問看護ステーションの人材確保を
支援するほか、「在宅医療サポート介護
支援専門員の養成」を引き続き実施し、
介護サービスと医療サービスを一体的
に提供し、在宅療養生活全般を支える
ケアマネジメントを行えるよう取り組んで
いく。

在宅療養移行支援事業 入院患者の在宅移行支援や、在宅
療養患者の緊急受入れを一層推進
するため、地域医療を担う200床未満
の指定二次救急医療機関に対し、看
護師や社会福祉士などの職員配置
を支援します。

地域の病院スタッフと在宅療養患者
を支えるスタッフが、お互いの診療方
針や医療提供の実情等について理
解し合うとともに、顔の見える連携関
係の構築を行うため、「在宅療養地
域リーダー」を養成し、リーダーを中
心とする多職種連携研修や病診連
携のための相互研修等を実施しま
す。

19医療機関

在宅へ安心して移行できる仕組みを
構築するため、入院早期から退院後
に向けて取り組むべき事項を段階ご
とにまとめた退院支援マニュアルを
周知するとともに、マニュアルを使用
した退院支援・退院調整のモデル事
業の実施により効果検証を行い、全
ての医療機関にその取組を広めてい
きます。

認定訪問看護師資格取
得支援事業
(再掲)

17名
(再掲)

リーダーの養成、地域に
おける研修(在宅療養研
修事業）
(再掲)

在宅療養支援員養成事
業

（目標４）
在宅療養に
関わる人材
の育成・確
保を図る

○入院医療機関での患者回診や訪問
診療への同行など、入院医療機関の医
師等と在宅医療を担うかかりつけ医等と
が互いの現場を把握する機会を提供す
ることにより、入院医療と在宅療養双方
の視点を持つ人材の育成に努める。ま
た、医療職及び介護職共同の研修や
症例検討会を実施し、医療や介護の知
識・制度等を正しく理解させることによ
り、連携の視点を持った人材の育成に
努める。

○在宅療養地域リーダーの養成
地域リーダー　44名
○　在宅療養地域リーダーによ
る地域の多職種に対する研修
29地区医師会

○退院支援を円滑に行うため、入院医
療機関から在宅への移行等を調整する
区市町村の在宅療養支援窓口等にお
いて、医療・介護関係者間の調整業務
に従事する職員を養成する。

研修の実施　21区市町村　56名
受講

○「転院支援情報システム」を構
築（会議の開催　２回）（平成25年
度）

○システムの運用を開始・使用状
況に関する調査等を実施（平成
26年度）

○調査結果等を踏まえ、システム
を改修（会議の開催　３回）（平成
２７年度）

転院支援事業
(医療機関情報システム
化推進事業）

在宅療養移行体制強化
事業

○研修の実施　185人
○病院への補助　54病院

○　在宅療養地域リー
ダーの養成
○　在宅療養地域リー
ダーによる地域の多職種
に対する研修

患者の病態や希望に応じた転院を
推進するとともに、転院支援を行う医
療従事者等の負担を軽減するため、
東京都医療機関案内サービス「ひま
わり」を活用し、転院支援業務に必要
な情報を検索できるサブシステムとし
て、「転院支援情報システム」を整備
します。

平成27年度は270名が研修を修
了
(再掲)

退院支援検討部会の開
催　８回

○　転院支援情報システ
ム検討会議の開催
○　転院支援情報システ
ムの整備
○　転院支援情報システ
ムの普及・検証

研修の実施

350名
(再掲)

平成27年度は都内9ヶ所で実施
(再掲)

○　研修の実施　200人
○　病院への補助　273
病院

145医療機関

地域における教育ステー
ション事業
(再掲)

訪問看護認定看護師相当の指導者
が配置され育成支援のできる訪問看
護ステーションを教育ステーションに
指定し、地域の小規模事業所のニー
ズに応じた同行訪問等による指導・
助言を行うことにより、地域の訪問看
護人材の育成支援を行います。
(再掲)

都内9ヶ所
(再掲)

（目標３）
入院医療機
関における
退院支援の
強化を図る

○東京都退院支援マニュアルを
作成・配布（部会の開催　９回）
（平成25年度）

○マニュアルを使ったモデル事
業を都内３病院で実施（平成26
年度）

○モデル事業等を踏まえ、マニュ
アルを改訂し、配布（部会の開催
５回）（平成２７年度）

○退院後の療養生活に必要な医療・介
護サービスについて、入院初期から準
備ができるよう、入院医療機関における
退院支援を進める。

○アンケートやヒアリングなどを通じて各
医療機関の退院支援の実態を把握す
るとともに、退院後に必要な医療・介護
サービスを把握するためのスクリーニン
グシートや退院支援のためのマニュア
ルについて検討・作成し、入院医療機
関や区市町村の在宅療養支援窓口等
への周知を図る。

○訪問診療への同行等を通じ、入院医
療機関で退院支援をするMSWや看護
師の養成を行うとともに、区市町村の在
宅療養支援窓口一覧を都のホーム
ページに掲載するなど、円滑な業務の
支援を行う。

管理者・指導者育成事業
(再掲)

人材育成も含めた人的資源管理、経
営的にも安定した事業所運営を行え
る管理者を育成するとともに、管理者
同士のネットワーク構築の推進を図る
ため、管理者等に対する研修を実施
します。

平成27年度は14名に対して補助
(再掲)

地域における医療と介護の更なる連
携を図り在宅療養環境の基盤整備を
推進するため、区市町村が設置する
「在宅療養支援窓口」において、医
療機関等からの相談に応じ、介護支
援専門員、在宅医等の紹介を行うな
ど、在宅療養におけるコーディネート
機能を担うことのできる人材を養成し
ます。

高齢者等が安心して在宅療養を受
けることができる環境を整備するた
め、都内の病院において在宅移行
支援や医療と介護の連携を行う人材
を育成します。また、都内の中小病
院における退院支援を行う人材の確
保について支援を実施します。

退院支援強化事業
(在宅療養普及事業）

訪問看護の実践と相談・指導ができ
る看護師の育成を支援し、労働意欲
の向上、定着の促進、訪問看護師全
体の質の向上を推進するため、訪問
看護分野の認定看護師資格取得に
係る経費に対し、補助を行います。
(再掲)
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東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業概要
これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）
施策目標 具体的取組（要旨）

事業名
平成２７年度計画
（予算規模等）

（目標４）
在宅療養に
関わる人材
の育成・確
保を図る

○訪問看護ステーションの人材確保を
支援するほか、「在宅医療サポート介護
支援専門員の養成」を引き続き実施し、
介護サービスと医療サービスを一体的
に提供し、在宅療養生活全般を支える
ケアマネジメントを行えるよう取り組んで
いく。

多職種連携連絡会
（在宅療養推進基盤整備
事業）

地域包括ケア体制の推進のため、多
職種が一堂に会し、各地域で連携し
て在宅療養患者を支える体制を整備
するために必要な方策について検討
を行います。また、地域包括ケアシス
テムにおける在宅療養について都民
の理解を深めるための講演会等を実
施します。

○　多職種連携連絡会
の開催
○　在宅療養普及啓発
の実施

○多職種連携連絡会の開催（10
回）
○冊子「住み慣れた街でいつま
でも～チームで支えるあなたの
暮らし」の作成・発行
○講演会の開催
平成28年3月　テーマ「食と摂食
嚥下・口腔ケア」
参加者　234名

訪問看護人材確保事業
(再掲)

○平成26年度より、事業実施
○平成27年度は、新規19事業
所、継続5事業所へ補助を実施
(再掲)

介護支援専門員に対して、医療職と
の連携に必要な医療的知識等の付
与を行う7日間40時間の「在宅医療
サポート介護支援専門員研修」を2回
実施します。

※平成26年度で事業終
了

訪問看護ステーションが、勤務する
訪問看護師のワークライフバランスが
取れた働き方を可能とする働きやす
い職場環境の整備を行い、現に雇用
する訪問看護師が産休・育休・介休
を取得する場合において、必要な代
替職員の雇用に係る経費に対し、補
助を行います。
(再掲)

24名
(再掲)

年4回
(再掲)

在宅療養推進会議の部会として
訪問看護推進部会を設置し、訪
問看護の推進に向けた取組につ
いて検討
○平成27年度は年3回実施
(再掲)

20地区（事業全体）

-

在宅療養患者の災害時
支援体制確保
(在宅療養推進区市町村
支援事業）

○患者・家族が、在宅療養中に病状が
変化した際の対応方法や、看取りに関
する正しい知識を持ち、考えるためのシ
ンポジウムや市民公開講座などの開催
について、在宅療養推進会議等で検討
し、実施していく。

在宅人工呼吸器使用者
療養支援事業
（医療保健政策区市町村
包括補助事業）

○東京都地域防災計画に基づき区市
町村が実施する要援護者対策を支援
するために必要な医療体制について検
討する。

在宅療養患者の災害時支援体
制確保　５地区

在宅療養を取り巻く新たな課題に対
応していくため、区市町村が医療機
関等と協働で実施する新たな取組を
支援します。

（目標５）
災害時の支
援体制の確
保を図る

（目標６）
在宅療養に
関する情報
等について
都民への普
及啓発を図
る

都や区市町村のホームページ等
で情報提供を実施

- -

シンポジウム
（在宅療養研修事業）
(再掲)

在宅療養に関する理解を図るための
シンポジウムを開催します。
(再掲)

○区市町村の在宅療養支援窓口設置
状況や災害時の支援体制、病院機能
及び介護保険制度等の在宅療養に関
する情報等について、既存の検索シス
テムも活用し、区市町村と連携して普及
啓発を行っていく。

シンポジウムの開催
(再掲)

シンポジウムの開催
平成27年11月　テーマ「看取りと
多職種連携」
参加者　280名
(再掲)

○区市町村において、在宅人工呼吸
器使用者に関する災害時個別支援計
画を積極的に作成するよう働きかける。

－

在宅療養における安全・安心を確保
するため、電力供給の停止がそのま
ま生命の危険に直結する恐れのあ
る、在宅人工呼吸器使用者が停電
時等に必要とする品目について支援
します。

-

○在宅医療サポート介護支援専
門員の育成
介護支援専門員に対して、医療
職との連携に必要な医療的知識
等の付与を行う7日間40時間の
「在宅医療サポート介護支援専
門員研修」を2回実施
（研修修了者数(研修カリキュラム
の全課程を修了した者)は、25年
度467名　26年度469名 ）※平成
26年度で事業終了

訪問看護師勤務環境向
上事業
(再掲）

訪問看護ステーションが、現に雇用
する訪問看護師の資質向上を図るた
め、事業所等が策定する研修計画に
基づき当該訪問看護師を研修等に
参加させる場合において、必要な代
替職員の雇用に係る経費に対し、補
助を行います。
(再掲)

65事業者 ○平成26年度より、事業実施
○平成27年度は１事業者に対し
て補助
(再掲)

訪問看護師定着推進事
業
(再掲)

○平成26年度より、事業実施
○平成27年度は６名事業者に対
して補助
(再掲)

平成27年度は年1回開催
(再掲)

在宅医療サポート介護支
援専門員の養成
(平成26年度で事業終了)

継続22事業所
新規7事業所
(再掲)

都民や看護師等に訪問看護の実際
や重要性、その魅力をＰＲし、訪問看
護の理解促進と人材確保を図るた
め、講演会等を実施します。
(再掲)

年1回開催
(再掲)

福祉人材の確保・定着モ
デル事業
(再掲)

事務職員の配置のない訪問看護ス
テーションが、看護職員の事務負担
軽減のために新たに事務職員を雇
用する場合、事務職員の雇用に係る
経費に対し、補助を行います。
(再掲)

訪問看護推進部会
(再掲)

訪問看護の推進に向けた取組につ
いて、中・長期的な対策を含め、多
角的・総合的に検討を行います。
(再掲)
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１　がん医療の取組

【評価指標】

【主な事業】

第２部各論　第１章　第３節　疾病・事業ごとの医療連携体制の取組

○適切な集学的治療の提供のため、拠
点病院等におけるがんに関する知識と技
術を十分有した薬剤師や看護師等の育
成のための研修を推進していく。

がん医療従事者研修事業
（がん診療連携拠点病院・
東京都がん診療連携拠点
病院・地域がん診療病院
に対する補助メニューの一
つ）
(再掲）

拠点病院の医師やメディカルスタッ
フ等や、地域のかかりつけ医等に対
する研修、緩和ケア研修会の実施等
に対する補助を行います。
(再掲)

○都道府県拠点病院　1
○地域拠点病院　　　 19
○都拠点病院　　　　　 7
○地域がん診療病院　1

○拠点病院等において、院内の
医療従事者に対する研修を実施
○東京都がん診療連携協議会に
おいて、職種ごとや多職種による
研修会を開催
○国立がん研究センターや各団
体等が実施する研修会等を受講

○がん患者一人ひとりの状態に合わせ
て、医師、薬剤師及び看護師等多職種
でのチーム医療を推進する。

－ － －

拠点病院、都拠点病院、協力病
院において、放射線治療室、外来
化学療法室、緩和ケアチームに、
医師、薬剤師、看護師、放射線技
師等を配置、多職種によるキャン
サーボードを定期的に開催

○拠点病院等による、手術療法、放射線
療法及び化学療法などを効果的に組み
合わせた、適切ながんの集学的治療の
提供を一層推進する。 － － －

拠点病院等において集学的治療
を提供するとともに、標準治療等
がん患者の状態に応じた適切な
治療を提供

○がんの診療連携を推進するため、拠点
病院等を中心に、東京都医療連携手帳
の普及拡大に向けた取組等を実施する。

がん診療連携拠点病院
ネットワーク事業
（がん診療連携拠点病院
に対する補助メニューの一
つ）
国拠点病院等との連携
(東京都がん診療連携拠
点病院に対する補助メ
ニューの一つ）

東京都がん診療連携協議会の設
置・運営等に対する補助を行いま
す。

○都道府県拠点病院　1
○地域拠点病院　　　 19
○都拠点病院　　　　　 7

○東京都がん診療連携協議会に
おいて、都内共通の医療連携手
帳を作成
○拠点病院等において、地域の
連携先医療機関の拡充に向けた
取組を実施

○拠点病院等が中心となり、地域医療機
関、薬局、訪問看護ステーション等に対
し、がん医療への理解促進や人材育成
に取り組む。

がん医療従事者研修事業
（がん診療連携拠点病院・
東京都がん診療連携拠点
病院・地域がん診療病院
に対する補助メニューの一
つ）

拠点病院の医師やメディカルスタッ
フ等や、地域のかかりつけ医等に対
する研修、緩和ケア研修会の実施等
に対する補助を行います。

○都道府県拠点病院　1
○地域拠点病院　　　 19
○都拠点病院　　　　　 7
○地域がん診療病院　1

拠点病院等において、地域のが
ん診療に携わる医療従事者等に
対する研修や合同カンファレンス
を開催
　
＜27.4.1時点の指定病院数＞
　○都道府県拠点病院  2
　○地域拠点病院       23
  ○都拠点病院　　　　 　9
　○地域がん診療病院  1
　○協力病院　　　　　　24

　　　　　　　－

平成26年度に認定病院・協力病
院の指定要件及び名称を見直し

○地域の病院及び診療所の医療機能や
専門性を活かした役割を検討し、それぞ
れの医療機関が役割に応じた機能を発
揮できるような体制を整備

がん患者在宅移行支援
事業

拠点病院等で初期治療を終えたが
ん患者を受け入れ、治療を継続しな
がら退院を支援するモデル病院を試
行的に創設し、その要件を満たす病
院に委託し、患者や家族が安心でき
る医療連携等を実施するとともに、そ
の取組を検証します。

モデル病院４か所への委
託

拠点病院等と地域の医療機関と
の診療連携を推進するため、平成
26年度及び27年度に、がん地域
医療連携モデル病院事業を実施
○モデル病院４か所への委託

施策目標 具体的取組（要旨）

（目標１）
患者・家族が
安心できるが
ん医療提供体
制を推進する

○国の拠点病院制度の見直しの結果を
受け、都における拠点病院等のあり方を
再度検討する。                  －

　　　　　　　　　　－

東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画

（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）

Ｂ
がん対策情報センターによる研修を
終了した相談員数

90人 増やす 104人 119人 121人

78.4 Ｂ

全拠点病院・認定病院の緩和ケア
外来受診者数

14,226人 増やす 12,746人 12,998人

25年度 26年度 27年度 28年度

がん診療連携拠点病院・東京都定がん診
療病院現況報告書（追加調査）（25年度）
がん診療連携拠点病院・東京都がん診療
連携拠点病院・地域がん診療病院現況報
告書（26年度以降）

75.1 82.4 81.4
国立がん研究センターがん対策情報セ
ンター「人口動態統計による都道府県
別がん死亡データ」

13,529人 Ｂ

がん診療連携病院・東京都認定がん診
療病院現況報告書

項目
計画時
実績

目標
実績

評価 資料出典

80.6
がんの75歳未満年齢調整死亡率の
20%減少

85.4

A：著しく順調に進んでいる           B：概ね順調に進んでいる 

C：順調に進んでいない            D: 指標の見直しが必要 

（23年） （24年） （25年） 

（25年） （24年） （26年） 

（26年） 
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施策目標 具体的取組（要旨）

東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画

（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）

2か所の拠点病院において、がん
体験者によるピアサポートを実施

がんポータルサイトの運営
(再掲）

がんに関する各種の情報を集約し、
分かりやすく提供します。
(再掲） －

東京都がんポータルサイトにおい
て、患者団体や相談支援センター
等に関する情報を発信

東京都がんポータルサイトにおい
て、がん相談支援センターを紹介

○地域のがん患者団体等の活動状況を
把握し、情報提供するとともに、相談支援
センターと患者団体等の連携による取組
を推進する。

がん相談支援事業
（がん診療連携拠点病院・
東京都がん診療連携拠点
病院・地域がん診療病院
に対する補助メニューの一
つ）

がん相談支援センターにおいて、患
者の療養上の相談、地域の医療機
関のセカンドオピニオン医師の紹
介、地域の医療機関等からの相談
等に対応する取組への補助を行い
ます。

○都道府県拠点病院　1
○地域拠点病院　　　 19
○都拠点病院　　　　　 7
○地域がん診療病院　1

拠点病院等において、がん患者
支援団体等と連携した患者サロン
等の開催、相談支援・情報提供の
取組

がん患者療養支援事業
（がん診療連携拠点病院
に対する補助メニューの一
つ）

がん体験者等による患者・家族の相
談支援の実施に対する補助を行い
ます。

○地域拠点病院　 1

○東京都がん診療連携協議会に
おいて、相談支援センターが備え
るべき機能を定め、その評価項目
を策定。各病院において評価結果
を活用した取組を実施
○東京都がん診療連携協議会に
おいて、相談員のレベルアップの
ための研修を実施

○相談支援センターの利用を促進する
ため、存在や機能に関する積極的な周
知を行う。また、拠点病院及び認定病院
は、院内掲示等、により、患者・家族や地
域の医療提供施設等への周知を工夫す
る。

普及啓発・情報提供事業
（がん診療連携拠点病院・
東京都がん診療連携拠点
病院・地域がん診療病院
に対する補助メニューの一
つ）

患者・家族の不安や疑問等に適切
に対応するため、がんに関する情報
の収集・提供、小冊子やリーフレット
の作成等に対する補助を行います。

○都道府県拠点病院　1
○地域拠点病院　　　 19
○都拠点病院　　　　　 7
○地域がん診療病院　1

拠点病院等において、がん相談
支援センターについてのパンフ
レットの作成・配布、見やすい場所
への案内掲示等

がんポータルサイトの運営
(再掲）

がんに関する各種の情報を集約し、
分かりやすく提供します。
(再掲）

－

○平成25年度から、東京都小児
がん診療病院を認定（27.4.1現在
11か所）
○小児がん拠点病院(2か所）と東
京都小児がん診療病院等で構成
する東京都小児がん診療連携協
議会を設置（平成25年度）し、各
施設の小児がん診療実績の情報
共有・公開、公開講座の開催、地
域医療機関の育成等を推進
（再掲）

がんポータルサイトの運営
(再掲）

がんに関する各種の情報を集約し、
分かりやすく提供します。
(再掲）

－

東京都がんポータルサイトにおい
て、小児がんに関する情報を発信

（目標４）
がんに関する
相談支援・情
報提供を充実
する

○相談支援センターの実績を把握し、機
能の強化を推進する。拠点病院及び認
定病院は、共同で研修や事例検討を行
い、各施設における有効な相談支援の
実施につなげる。

がん診療連携拠点病院
ネットワーク事業
（がん診療連携拠点病院
に対する補助メニューの一
つ）
国拠点病院等との連携
(東京都がん診療連携拠
点病院に対する補助メ
ニューの一つ）
（再掲）

東京都がん診療連携協議会の設
置・運営等に対する補助を行いま
す。
（再掲）

○都道府県拠点病院　1
○地域拠点病院　　　 19
○都拠点病院　　　　　 7

○がん患者・家族や都民に対し、緩和ケ
アの基本的な考え方などの情報提供を
行い、緩和ケアの正しい理解の普及啓発
を行う。

がんポータルサイトの運営
（再掲）

がんに関する各種の情報を集約し、
分かりやすく提供します。
（再掲） －

がんの情報を分りやすく一元化し
て提供するため「東京都がんポー
タルサイト」を開設。緩和ケア等の
情報を発信

（目標３）
小児がんに対
する総合的な
支援体制を構
築する

○「東京都小児がん診療連携ネットワー
ク（仮称）」を構築し、小児がん拠点病院
や、ネットワークに参画する医療機関等と
の連携を推進し、診療連携や相談支援
を実施していく。

○小児医療に携わる医師及び医療従事
者や都民に対し、小児がんに関する様々
な情報提供や普及啓発を行い、社会全
体の小児がんに関する理解を深める。

東京都小児がん診療連携
推進事業
（再掲）

小児がんに関して高度な診療機能
を有する医療機関による連携体制と
して、「東京都小児がん診療連携
ネットワーク」を整備し、ネットワークを
中心として設置する東京都小児がん
診療連携協議会において、都全体
の小児がん診療連携体制や相談支
援体制等について検討・構築しま
す。
（再掲）

東京都小児がん診療連
携協議会の設置・運営
（都立小児総合医療セン
ターへの委託）
（再掲）

○医師に対する緩和ケア推進研修会に
ついて、より多くの医師が受講できるよ
う、工夫を凝らして実施する。看護師や薬
剤師等が、緩和ケアに関する基礎的な知
識や技術を身に付けるための研修を実
施する。

がん医療従事者研修事
業・医師緩和ケア研修事
業
（がん診療連携拠点病院・
東京都がん診療連携拠点
病院に対する補助メ
ニューの一つ）
(一部再掲）

拠点病院の医師やメディカルスタッ
フ等や、地域のかかりつけ医等に対
する研修、緩和ケア研修会の実施等
に対する補助を行います。
(再掲)

○都道府県拠点病院　1
○地域拠点病院　　　 19
○都拠点病院　　　　　 7

○拠点病院等が開催する医師緩
和ケア研修会について、通常、連
続する土日２日間に開催している
が、参加者の利便性に考慮し、病
院によっては、土曜又は日曜日の
２週開催や、金土曜日に開催
○病院内において、研修の受講
促進に向けた取組を実施

○拠点病院等と地域の医療機関等が
各々の役割を活かした連携を行い、がん
患者・家族が望む場所で適切な緩和ケ
アを提供することを「地域緩和ケア」と位
置づけ、推進する。

○地域緩和ケアを推進するため、二次保
健医療圏ごとに、緩和ケア連携推進会議
を設置し、情報共有や、相談支援、研修
等を進める。地域における緩和ケアの水
準の向上と、切れ目のない緩和ケアを提
供できる体制の整備を図る。

在宅緩和ケア地域連携事
業
（がん診療連携拠点病院・
東京都がん診療連携拠点
病院・地域がん診療病院
に対する補助メニューの一
つ）

拠点病院等における、地域の在宅
療養支援診療所等のリストやマップ、
緩和ケアの地域連携手帳等の作
成、診療所の医師に対するがん緩和
ケアに関する研修の実施等に対する
補助を行います。

○都道府県拠点病院　1
○地域拠点病院　　　 19
○都拠点病院　　　　　 7
○地域がん診療病院　1

○平成24年度から26年度の間、
地域緩和ケア推進のため、２か所
の二次医療圏において、拠点病
院が中心となり「緩和ケア推進事
業」を実施
○引き続き、地域の医療機関等で
構成する緩和ケア連携推進会議
を設置し、地域の医療資源の情報
共有、関係者間の相談支援体
制、多職種連携体制の構築等を
促進
〇東京都がん診療連携協議会に
おいて、都内共通の東京都緩和
ケア連携手帳を作成。各拠点病
院等で、在宅医療でも緩和ケアが
継続されるよう促進

地域がん診療連携推進事
業
（がん診療連携拠点病院
に対する補助メニューの一
つ）

拠点病院において、地域内の地域
緩和ケアを含めたがん診療連携体
制を構築するための補助を行いま
す。

○地域拠点病院　12

（目標２）
がんと診断さ
れたときから
の切れ目のな
い緩和ケアを
提供する

○がん患者の化学療法等に伴う口腔合
併症等に対応するため、医科歯科連携
による周術期の口腔ケアを推進し、生活
の質の向上を図る。

周術期口腔ケア体制基盤
整備事業

周術期の口腔ケアの重要性につい
て患者や家族への普及啓発や専門
的知識・技術を持つ歯科医師等を養
成するなど、がん患者等の周術期口
腔ケアの普及・推進を図ります。

○研修会の実施（2回）
○モデル事業の実施（2
病院）

〇研修会の実施（2回）
〇モデル事業の実施（2病院）
〇リーフレット、ポスターの作成
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施策目標 具体的取組（要旨）

東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画

（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）

○地域がん登録の意義や個人情報の取
扱いの徹底等をより一層周知していく。

都民向けリーフレット
　20,000部

全国がん登録に対応した都民向
けリーフレットを36,000部作成し、
がん登録の意義や個人情報の取
扱いについて周知

○がん登録によって得られたデータにつ
いて、分析･評価・検証し、都内における
がんの実態把握を進め、より効果的なが
ん対策の実施に活かしていく。

－

○遡り調査の精度を上げるため、
過去症例の提出を医療機関に依
頼し、データの補完を実施
○厚生労働省実施の全国がん罹
患モニタリング集計（MCIJ2012）調
査に暫定データを提供

○地域がん登録の質の向上のため、より
多くの患者情報の収集に努める。実務担
当者向け研修会を継続的に実施し、医
療機関の地域がん登録に関する理解促
進や実務者の知識・技術の向上を図る。

地域がん登録事業

予防から治療に至るがん対策全般
の評価や企画立案に活用するため、
都内の罹患・治療実績等を把握する
地域がん登録を推進します。

医療機関向けチラシ
　10,000部作成
地域がん登録説明会及
び研修会
　各2回開催予定

○東京都地域がん登録に関する
医療機関向けチラシを全国がん
登録に対応したものに更新し
（17,000部作成）、各種会議・説明
会での配布、医療機関向け配布
物送付の際の同梱などにより広範
囲に配布し、医療機関のがん登録
への理解を深めるなどの普及啓
発を実施
○がん登録実務者向けの研修会
を開催し、知識・技術の向上に努
めた（2回開催）

（目標５）
がん登録とが
んに関する研
究を推進する

○院内がん登録室において、院内がん
登録実施病院に対し、研修を実施すると
ともに、相談窓口を設置するなど、標準
登録様式に基づく院内がん登録の実施
への支援を行っていく。

がん登録推進事業 拠点病院等の院内がん登録データ
の分析を行い、がん診療機能の比
較・検証を行うことにより、がん診療
の見直しや改善につなげ、都におけ
るがん医療水準の向上を図ります。

院内がん登録のデータ
の分析等の実施（都立駒
込病院への委託）

拠点病院等の院内がん登録デー
タの分析、院内がん登録実務者
への研修等を実施

○がん患者が治療を行いながら仕事を
継続できるよう、事業主等を対象にがん
の治療と就労の両立に関する普及啓発
を行うとともに、利用しやすい相談支援及
び情報提供体制を整備する。

がん患者就労等普及啓発
事業

事業主等に対して、がんに関する正
しい理解を広めることにより、がん患
者の治療と就労との両立を支援しま
す。
○がんの正しい理解のための職場
向けシンポジウムの開催
○相談支援員向け患者就労支援研
修会の実施

○シンポジウムの開催 1
回
○相談員向け研修会 1
回

○平成25年度に、がん罹患後の
就労に関する実態や課題等を把
握するため、患者・家族及び企業
を対象に調査を実施
○調査結果踏まえ、平成26年度
から、企業に対する治療と仕事の
両立のための職場環境づくりに関
する普及啓発事業を実施
　　・シンポジウムの開催
　　・企業表彰の実施
〇平成27年度から、病院の相談
員が就労に関する相談に適切に
対応できるよう、研修会を開催

がん患者の就労に関する
総合支援事業（がん診療
連携拠点病院・東京都が
ん診療連携拠点病院に対
する補助メニューの一つ）

がん相談支援センターに就労に関
する専門家の配置、また、就労相談
に対し適切な情報提供と相談支援
等に対する補助を行います。

○都道府県拠点病院　1
○地域拠点病院　　　 19
○都拠点病院　　　　　 7

一部の拠点病院では、社会保険
労務士による就労相談を実施

東京都がんポータルサイトにおい
て様々な情報を発信

がん診療連携拠点病院
ネットワーク事業
（がん診療連携拠点病院
に対する補助メニューの一
つ）
国拠点病院等との連携
(東京都がん診療連携拠
点病院に対する補助メ
ニューの一つ）
（再掲）

東京都がん診療連携協議会の設
置・運営等に対する補助を行いま
す。
（再掲）

○都道府県拠点病院　1
○地域拠点病院　　　 19
○都拠点病院　　　　　 7

東京都がん診療連携協議会にお
いて、がん相談支援センターが保
有する地域の医療機関等の情報
共有や収集等について検討

（目標４）
がんに関する
相談支援・情
報提供を充実
する

○がんに関する十分な情報を集約し、
ウェブサイトにより、利用しやすい形で提
供する。また、相談支援センターは、相
互に地域の医療提供施設等や患者団体
等に関する情報の共有を行い、充実を図
る。

がんポータルサイトの運営
（再掲）

がんに関する各種の情報を集約し、
分かりやすく提供します。
(再掲） 　－
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２　脳卒中医療の取組

【評価指標】

【主な事業】

項目
計画時
実績

目標
実績

評価

第２部各論　第１章　第３節　疾病・事業ごとの医療連携体制の取組

25年度 26年度 27年度

年齢調整死亡率
男48.4
女25.2

下げる
男42.7
女22.3
（24年度）

男40.8
女21.0
（25年度）

男37.9
女20.5
（26年度）

Ａ

地域連携クリティカルパス参加医療
機関数

延べ
1,048機関

増やす 1,062機関 1,051機関 1,081機関 Ｂ

東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画
（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）施策目標 具体的取組（要旨）

（目標１）
都民に対す
る脳卒中医
療に係る普
及啓発を推
進する

○都民が、脳卒中医療を発生させる要
因について理解し、健康的な生活習慣
を実践できるよう、区市町村や医療保険
者等と連携し、普及啓発や情報提供を
進める。

脳卒中普及啓発講演会
（1回）

○これまで行ってきたポスターやリーフ
レットの作成、トレインチャンネルへの掲
載等、引き続き広域的な普及啓発を実
施する。

○各圏域で実施している脳卒中にかか
る普及啓発について、圏域間での協力
体制を築けるよう、圏域事務局の連絡会
等を開催する。

圏域別検討会（12医療
圏）

圏域別検討会（12医療圏）にお
ける普及啓発の実施

東京都全域を視野に、脳卒中を
発症した患者を速やかに適切な
医療機関に救急搬送できる体制
を確保し、急性期から回復期、維
持期、在宅療養に至るまで切れ
目のない医療・介護サービスを受
けることができる仕組みを構築す
るため、｢東京都脳卒中医療連携
推進協議会」を設置しています。
また､地域に根ざした医療連携を
展開するために､各二次保健医
療圏に脳卒中医療連携圏域別
検討会を設置しています｡

○各種調査結果やデータの変化を脳卒
中医療連携協議会で評価・検証し、救
急搬送・受入体制の見直し、充実を図
る。

（目標３）
病期に応じ
たリハビリ
テーション事
業の整備を
図る
※「第2章第5
節　リハビリ
テーション医
療の取組」の
再掲

【１　急性期リハビリテーション】
○急性期病院での治療後、リハビリテー
ションの必要な患者が、早期に回復期リ
ハビリテーション病棟等への転院ができ
るよう、急性期病院と回復期リハビリテー
ション病棟を有する病院間で脳卒中地
域連携パス等の更なる普及を図る。

（目標２）
救急搬送・受
入体制の充
実を図る

○今後も多くの医療機関が脳卒中の急
性期医療に取り組むよう働きかけていくと
ともに、「東京都脳卒中急性期医療機
関」として認定した医療機関について、
患者受入状況等を把握し、患者数・医療
内容の検証を行った上で、認定病院の
質を高めるための取組を検討する。

○施設設備（3施設：199床分）

○設備整備（2施設）

○急性期病院において、回復期リハビリ
テーション病棟を有する各病院の情報等
を把握できるよう、適宜情報提供する。

- - -

○施設整備（3施設）

○設備整備（2施設）

○東京都脳卒中医療連
携協議会（2回）

○部会（2回）

○東京都脳卒中医療連携協議
会（1回）

○脳血管内治療検討ワーキング
グループ（2回）

○都内の医療機関を対象に脳血
管内治療に関する実態調査を実
施し、現状の医療提供の状況を
把握

○東京都脳卒中急性期医療機
関数
159施設（平成28年４月１日時
点）

脳卒中医療連携推進事
業

【２　回復期リハビリテーション】
○回復期リハビリテーション病棟の充実
を図るために、回復期リハビリテーション
施設や設備の整備に要する費用を引き
続き病院に補助する。

病床機能分化推進事業
（施設設備整備）

医療機関に対して、回復期リハビ
リテーション病棟の整備に要する
費用の一部を補助することによ
り、都における病床機能分化を推
進します。

○脳卒中地域連携パスの標準様
式「東京都脳卒中地域連携診療
計画書」を都ホームページに掲
載し、普及啓発を実施

○都内パス事務局関係者が一堂
に会するパス合同会議を年３回
開催
・平成27年５月　474名参加
・平成27年10月　463名参加
・平成28年１月　528名参加

資料出典

衛生統計・人口動態統計（東京
都福祉保健局）
（保健政策部健康推進課調べ）

医療政策課調べ

○「脳卒中の早期発見及び予防
に関するシンポジウム」開催（12
月12日）

○脳卒中週間（5月25日～31日）
での普及啓発（東京都広報誌、
ホームページ）

A：著しく順調に進んでいる           B：概ね順調に進んでいる 

C：順調に進んでいない            D: 指標の見直しが必要 
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東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画
（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）施策目標 具体的取組（要旨）

○東京都リハビリテーショ
ン協議会（2回）

○災害時リハビリテーショ
ン支援体制検討部会（3
回）

○地域リハビリテーション
支援センター（12医療
圏）

○東京都リハビリテーション協議
会（2回）

○災害時リハビリテーション支援
体制検討部会（2回）

○地域リハビリテーション支援セ
ンター（12圏域）
・地域リハビリテーション提供体
制の強化
・訪問・通所リハビリテーションの
利用促進
・地域リハビリテーション関係者
の連携強化
・若手理学療法士及び作業療法
士実務研修

【３　維持期リハビリテーション】
○介護支援専門員が、リハビリテーショ
ン医療の視点を持ったケアプランを策定
できるよう、各地域リハビリテーション支
援センターにおいて地域の介護支援専
門員に対する研修を実施する。

○区市町村による在宅療養支援窓口設
置を支援することにより、維持期リハビリ
テーションの必要な患者に適切な機関、
施設への案内を充実させる。

地域リハビリテーション支
援事業

障害者や高齢者が、寝たきり状
態になることを予防し、地域にお
いて生涯にわたって生き生きとし
た生活を送るためには、急性期
から回復期、維持期のそれぞれ
の状態に応じた適切かつ円滑な
リハビリテーションの提供が必要
である。地域においてさまざまな
形態で実施されているリハビリ
テーション事業を支援することに
よって、保健・医療・福祉が連携し
た地域におけるリハビリテーション
のシステム化を図ります。

○回復期リハビリテーション病棟を有す
る病院と、維持期リハビリテーションを提
供するかかりつけ医、福祉施設間の脳卒
中地域連携パス等の更なる普及を図ると
ともに、在宅でリハビリテーションを受け
る患者に関わる医師、訪問看護師、介護
支援専門員及び介護職等の連携強化を
支援していくことにより、退院後も引き続
きリハビリテーションが必要な患者を支援
する。

○回復期リハビリテーション適用患者の
うち、急性期病院から直接在宅に移行し
た患者等に対する支援など、超高齢社
会の到来を見据えた在宅リハビリテー
ションの充実に向けた検討を行う。

（目標３）
病期に応じ
たリハビリ
テーション事
業の整備を
図る

○維持期の医療機関におけるパスの使
用を促進するため、活用事例の紹介な
ど、パスの一層の普及を推進する。ま
た、維持期の医療機関におけるパスの
使用実績や、課題等を把握し、パスの改
善に取り組む。

-

○主に診療所の医師であるかかりつけ
医にリハビリテーション医療の普及啓発
を図ることで、回復期リハビリテーション
病棟から在宅等に退院した患者の在宅
リハビリテーションの充実を図る。また、
かかりつけ医へのリハビリテーション提供
医療機関に関する情報提供を行う。

○理学療法士等を対象として、訪問リハ
ビリテーションの知識・技術の向上と介護
支援専門員など他職種の理解と連携に
関する研修を実施し、訪問リハビリテー
ション人材を養成する。

訪問リハビリテーション専
門人材育成研修事業
(平成25年度で事業終了)

○都内のパスの統一化など、地域連携
パスがさらに有用性のある仕組みとなる
ための取組や、パス以外の地域におけ
る医療連携促進に係る方策を、東京都
脳卒中医療連携協議会に専門部会を設
置するなどして、検討・推進する。

脳卒中医療連携推進事
業（再掲）

東京都全域を視野に、脳卒中を
発症した患者を速やかに適切な
医療機関に救急搬送できる体制
を確保し、急性期から回復期、維
持期、在宅療養に至るまで切れ
目のない医療・介護サービスを受
けることができる仕組みを構築す
るため、｢東京都脳卒中医療連携
推進協議会」を設置しています。
また､地域に根ざした医療連携を
展開するために､各二次保健医
療圏に脳卒中医療連携圏域別
検討会を設置しています｡

○東京都脳卒中医療連
携協議会（2回）

○部会（2回）

○圏域別検討会（12医
療圏）
（再掲）

平成25年度で事業終了

（目標４）
地域連携体
制の充実を
図る

○都内１１のパス事務局間の意見交換
会等を開催し、都内のパスの使用・普及
にかかる課題を抽出・検証するとともに、
東京都脳卒中医療連携協議会等で改
善策の協議・検討を行い、一層のパスの
普及を図る。

- -

○東京都脳卒中医療連携協議
会（1回）

○脳血管内治療検討ワーキング
グループ（2回）

○各圏域別検討会（12医療圏）
（再掲）

- -

○都内在職中の理学療法士等を
対象に研修を実施
　・平成25年度研修実績：年２回
（206名修了）
※平成25年度で事業終了

-

○脳卒中地域連携パスの標準様
式「東京都脳卒中地域連携診療
計画書」を都ホームページに掲
載し、普及啓発を実施

○都内パス事務局関係者が一堂
に会するパス合同会議を年３回
開催
　・平成27年５月　474名参加
　・平成27年10月　463名参加
　・平成28年１月　528名参加
（再掲）

理学療法士等を対象に、介護技
術の向上と、介護職員、介護支
援専門員など多職種との連携に
関する研修を実施し、訪問リハビ
リテーションを普及することによ
り、高齢者が自立した在宅生活を
送れるよう支援します。
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東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画
（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）施策目標 具体的取組（要旨）

（目標４）
地域連携体
制の充実を
図る

○入院医療機関での患者回診や訪問
診療への同行など、入院医療機関の医
師等と在宅医療を担うかかりつけ医等と
が互いの現場を把握する機会を提供す
ることにより、入院医療と在宅療養双方
の視点を持つ人材の育成に努める。ま
た、医療職及び介護職共同の研修や、
症例検討会等を実施し、医療職や介護
の知識・制度等を正しく理解させることに
より、連携の視点を持った人材の育成に
努める。
（再掲）

リーダーの養成、地域に
おける研修(在宅療養研
修事業）
（再掲）

地域の病院スタッフと在宅療養患
者を支えるスタッフが、お互いの
診療方針や医療提供の実情等に
ついて理解し合うとともに、顔の
見える連携関係の構築を行うた
め、「在宅療養地域リーダー」を
養成し、リーダーを中心とする多
職種連携研修や病診連携のため
の相互研修等を実施します。
（再掲）

○在宅療養地域リー
ダーの養成
○在宅療養地域リー
ダーによる地域の多職種
に対する研修
（再掲）

○在宅療養地域リーダーの養成
地域リーダー　44名
○　在宅療養地域リーダーによる
地域の多職種に対する研修　29
地区医師会
（再掲）

○地域リハビリテーション支援センターが
中心となり、リハビリテーション施設、自
治体、関係団体等が参画する連絡会を
開催し、現状の課題等について意見交
換と情報共有を行い、地域リハビリテー
ションに関わる施設等の連携を推進す
る。

地域リハビリテーション支
援事業
（再掲）

障害者や高齢者が、寝たきり状
態になることを予防し、地域にお
いて生涯にわたって生き生きとし
た生活を送るためには、急性期
から回復期、維持期のそれぞれ
の状態に応じた適切かつ円滑な
リハビリテーションの提供が必要
である。地域においてさまざまな
形態で実施されているリハビリ
テーション事業を支援することに
よって、保健・医療・福祉が連携し
た地域におけるリハビリテーション
のシステム化を図ります。
（再掲）

地域リハビリテーション支
援センター（12医療圏）
（再掲）

地域リハビリテーション支援セン
ター（12圏域）
○地域リハビリテーション提供体
制の強化
○訪問・通所リハビリテーションの
利用促進
○地域リハビリテーション関係者
の連携強化
○若手理学療法士及び作業療
法士実務研修
（再掲）

○在宅医療に携わる医師の負担を軽減
するため、在宅医が訪問看護ステーショ
ン等と連携しながら、又は、在宅医相互
に補完し合いながら、チームとして24時
間の診療体制を構築する地域の取組を
支援し、在宅療養支援診療所や在宅療
養支援病院の確保につなげる。
（再掲）

在宅医等相互支援体制
構築事業
（再掲）

地域における在宅療養環境の整
備を図るため、主治医・副主治医
制の導入や、在宅医と訪問看護
ステーションとの連携等により、
チームとして24時間の診療体制
を確保する取組を支援します。
（再掲）

20地区医師会
（再掲）

９地区医師会
※累計　25地区医師会
（再掲）
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３　急性心筋梗塞医療の取組

【評価指標】

【主な事業】

第２部各論　第１章　第３節　疾病・事業ごとの医療連携体制の取組

項目
計画時
実績

目標
実績

評価

71施設 71施設

25年度 26年度 27年度
資料出典

東京都ＣＣＵ連絡協議会
参加医療機関数Ｂ

東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要

東京都CCUネットワーク参画医療
機関数

68施設 維持する 71施設

施策目標 具体的取組（要旨）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）

○急性期心筋梗塞患者をCCU医療機
関に適切に搬送可能な仕組みを維持し
連携の強化に努める。また、東京都
CCUネットワークや研究会の取組により
CCU医療機関相互の診断・治療能力
のレベルアップを図る。

ＣＣＵ協議会の実施

心臓循環器救急医療体
制整備事業

ＣＣＵ協議会の実施、ＣＣＵ医療従事
者等への研修等、ＣＣＵ救急医療機
関のレベルアップと連携体制を確立
し、心臓循環器患者の生命の安全を
図ります。

東京都ＣＣＵ連絡協議会の開催
（年４回）
【内容】
○休日・平日当番表の作成
○AED講習会の実施
○東京ＣＣＵ研究会開催（平成27
年12月5日）
講演会、救急隊搬送事例報告、
シンポジウム等

○急性大動脈スーパーネットワークに
ついて、定期的に運用状況を評価する
など、各施設が提供する医療の質の維
持・向上を目指す。

基礎診療データの収集と
解析

平成２７年度計画
（予算規模等）

急性大動脈スーパーネットワー
ク会議（年2回）
【内容】
○運用実績報告
○講演：「急性大動脈症候群に
ついて」

（目標２）
患者が在宅
で安心して
生活できる
よう支援す
る

○急性心筋梗塞を予防するには、生活
習慣の改善により、高血圧、脂質異常
症、糖尿病等の危険因子を減らすこと
が効果的であること、また、定期的な健
診受診による異常の早期発見、早期治
療や適切な治療の継続などの必要性
について、区市町村、医療保険者等と
連携し、普及啓発する。

健康づくり事業推進指導
者育成事業
(東京都健康推進プラン２
１（第二次）の推進）

都民の健康づくりを推進するため、
区市町村や医療保険者等における
健康づくりの指導的役割を担う人材
の育成を図っていきます。

年度内25回開催のうちの
一つのテーマ

健康づくりに携わる人材育成に
向け、健康づくり事業推進指導
者育成研修を実施

（目標１）
CCU医療機
関の連携強
化と質の向
上を図る

○ネットワークに参画する医療機関を中
心として、再発予防のための定期検査
の実施、継続的な服薬、運動等の生活
指導など、患者の在宅生活を支援す
る。

心臓循環器救急医療体
制整備事業
（再掲）

ＣＣＵ協議会の実施、ＣＣＵ医療従事
者等への研修等、ＣＣＵ救急医療機
関のレベルアップと連携体制を確立
し、心臓循環器患者の生命の安全を
図ります。
（再掲）

－

○ホームAEDプロジェクトの実施
○心臓病者家族のための心肺蘇
生法・ＡＥＤ講習会
の開催　（年29回　受講者248名）

○都民や患者、家族に対するAED使用
方法や、心肺蘇生法の講習会の実施
に取り組む。 － － －

A：著しく順調に進んでいる           B：概ね順調に進んでいる 

C：順調に進んでいない            D: 指標の見直しが必要 
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４　糖尿病医療の取組

【評価指標】

※　平成24年から実施している事業のため、事業実績は平成25年度から把握可能

【主な事業】

資料出典

第２部各論　第１章　第３節　疾病・事業ごとの医療連携体制の取組

男7.1
女3.1

下げる
男6.9
女2.8
（24年）

男6.2
女2.6
（25年）

男6.0
女2.4
（26年）

計画時
実績

目標

衛生統計・人口動態統計（東京
都福祉保健局）

項目

1.39
（26年度） Ｂ糖尿病による失明発症率 1.78 下げる

1,267機関

評価

Ｂ

25年度 26年度 27年度

Ｂ

福祉行政報告例（身体障害者手
帳交付台帳登載数）（東京都福
祉保健局）

わが国の慢性透析療法の現況
（一般社団法人日本透析医学
会）

1.96
（24年度）

1.77
（25年度）

実績

3,253機関 Ａ

糖尿病による新規透析導入率 11.26 下げる
12.03
（24年）

11.68
（25年）

11.45
（26年）

2,811機関

年齢調整死亡率

糖尿病地域連携の登録医療機関の
医療機関数

－
※

増やす 医療政策課調べ

東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画
（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）施策目標 具体的取組（要旨）

（目標１）
予防から治
療までの医
療連携の強
化を図る

○特定健診等の結果通知による情報提
供や、未受診者・治療中断者への受療
促進に関する取組を更に進める。

糖尿病予防対策事業 糖尿病の発症や重症化を予防す
るため、食事、運動等の生活習慣
の改善や健診受診の必要性、継
続的に治療を受けることの重要性
などについて、企業の健康管理
担当者等を対象とした講演会や
従業員の意識啓発のための映像
作成により普及啓発を行い、職域
における取組を支援します。

○企業の健康管理担当
者向け講演会の実施
○糖尿病予防啓発動画
の作成
○職域向けパンフレット
の改訂

医療保険者や企業への普及啓発
○糖尿病予防啓発動画の作成及
びDVDの配付、インターネット
等による放映
○企業の健康管理担当者向け講
演会の実施
○職域向けパンフレットの改訂
及び配布

○予防から初期・安定期治療、専門治
療、急性増悪時治療、慢性合併症治療
等の各医療機能を切れ目なく提供でき
る体制を確立するため、「かかりつけ医」
「専門医」「かかりつけ眼科医・歯科医
等」の相互連携による「糖尿病地域連携
の登録医療機関」の取組を進めていく。
また、糖尿病医療に携わる多様な職種
との糖尿病医療連携を図るとともに、予
防、保健指導を行う医療保険者等との
連携を強化する。

糖尿病医療連携推進事
業

都全域を視野に、予防から治療
までの一貫した糖尿病対策を推
進し、都民の誰もが身近な地域で
症状に応じた適切な治療を受け
られる医療連携体制を構築するこ
とにより、糖尿病患者の重症化予
防、療養生活の質の向上につな
げます。

○東京都糖尿病医療連
携協議会（1回）

○糖尿病医療連携圏域
別検討会（12医療圏）

○糖尿病地域連携の登
録医療機関に関する取
組

○東京都糖尿病医療連携協議会

○糖尿病医療連携圏域別検討会
（12医療圏）

○「糖尿病地域連携の登録医療
機関」の登録・運用
・登録医療機関数　3,253施設
　（平成28年４月１日時点）

○糖尿病医療連携に資する連携
ツールを都ホームページに掲載
し、普及啓発の実施
・医療機関リスト（「ひまわ
り」を活用）
・(標準的な)診療ガイドライン
・医療連携の紹介・逆紹介のポ
イント
・診療情報提供書の標準様式

A：著しく順調に進んでいる           B：概ね順調に進んでいる 

C：順調に進んでいない            D: 指標の見直しが必要 
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東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画
（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）施策目標 具体的取組（要旨）

糖尿病医療連携圏域別
検討会（12医療圏）
（再掲）

糖尿病医療連携圏域別検討会
（12医療圏）
（再掲）

○東京都糖尿病医療連
携協議会（1回）

○糖尿病医療連携圏域
別検討会（12医療圏）

○糖尿病地域連携の登
録医療機関に関する取
組

(再掲)

○東京都糖尿病医療連携協議会

○糖尿病医療連携圏域別検討会
（12医療圏）

○「糖尿病地域連携の登録医療
機関」の登録・運用
・登録医療機関数　3,253施設
　（平成28年４月１日時点）

○糖尿病医療連携に資する連携
ツールを都ホームページに掲載
し、普及啓発の実施
・医療機関リスト（「ひまわり」を活
用）
・（標準的な）診療ガイドライン
・医療連携の紹介・逆紹介のポイ
ント
・診療情報提供書の標準様式

(再掲)

都全域を視野に、予防から治療
までの一貫した糖尿病対策を推
進し、都民の誰もが身近な地域で
症状に応じた適切な治療を受け
られる医療連携体制を構築するこ
とにより、糖尿病患者の重症化予
防、療養生活の質の向上につな
げます。
(再掲)

（目標２）
地域連携に
係る実効性
のある取組を
行う

○「糖尿病地域連携の登録医療機関」
の数が増えるよう、広域的な普及啓発
に努めるとともに、各圏域でも普及啓発
を積極的に行うよう働きかける。また、登
録医療機関からの紹介・逆紹介の数な
どの実績報告をもとに、制度の検証を
し、登録医療機関の質の確保に努め
る。
　これらの取組により、糖尿病医療連携
に積極的な医療機関を確保し、都民が
身近な地域で最適な医療を受けられる
体制を構築する。

（目標３）
糖尿に対す
る普及啓発を
促進する

○糖尿病を予防するための生活習慣に
ついて、区市町村、保健医療関係団
体、事業者・医療保険等と連携して普
及できるよう、効果的な広報媒体の提供
や情報提供を行っていく。また、治療継
続の必要性等について、広く啓発す
る。

糖尿病予防対策事業
（再掲）

○糖尿病に関わる多様な職種を対象と
した研修・勉強会等を地域において開
催することで、都における糖尿病医療
連携体制や、職種相互の役割への理
解を促進することにより、医療連携体制
を強化する。

○「糖尿病地域連携の登録医療機関」
に登録した医療機関相互で、診療情報
や方針の共有化など実効性のある地域
連携が図れるよう、都が作成した医療連
携ツールの積極的な活用を促す。ま
た、医療連携ツールの有効性について
把握・検証し、必要に応じて見直しを行
う。

糖尿病医療連携推進事
業(再掲)

糖尿病医療連携推進事
業(再掲)

○企業の健康管理担当
者向け講演会の実施
○糖尿病予防啓発動画
の作成
○職域向けパンフレット
の改訂

○都民向け普及啓発
・リーフレットの継続配布
・インターネッﾄによる糖尿病予防
啓発動画放映
○医療保険者や企業への普及啓
発
・糖尿病予防啓発動画の作成及
びDVDの配付、インターネット等
による放映
・企業の健康管理担当者向け講
演会の実施
・職域向けパンフレットの改訂及
び配布

－

○健康づくりポータルサイト「とう
きょう健康ステーション」に糖尿
病、及びその予防に関する取組
を掲載
○圏域別検討会による講演会等
の開催を継続実施

○各圏域で実施されている都民向け講
演会等を引き続き実施し、糖尿病に対
する普及啓発の促進を図るとともに、好
取組事例の紹介などを行う圏域事務局
連絡会等を開催し、圏域間での協力体
制を構築する。

糖尿病医療連携推進事
業
（再掲）

健康づくりポータルサイト「とうきょ
う健康ステーション」により、都民
等への健康づくりに関する情報
提供やプランの普及啓発を行い
ます。

糖尿病の発症や重症化を予防す
るため、食事、運動等の生活習慣
の改善や健診受診の必要性、継
続的に治療を受けることの重要性
などについて、企業の健康管理
担当者等を対象とした講演会や
従業員の意識啓発のための映像
作成により普及啓発を行い、職域
における取組を支援します。
(再掲)

　都全域を視野に、予防から治療
までの一貫した糖尿病対策を推
進し、都民の誰もが身近な地域で
症状に応じた適切な治療を受け
られる医療連携体制を構築するこ
とにより、糖尿病患者の重症化予
防、療養生活の質の向上につな
げる。
（再掲）

糖尿病医療連携圏域別
検討会（12医療圏）
（再掲）

糖尿病医療連携圏域別検討会
（12医療圏）
（再掲）

都全域を視野に、予防から治療
までの一貫した糖尿病対策を推
進し、都民の誰もが身近な地域で
症状に応じた適切な治療を受け
られる医療連携体制を構築するこ
とにより、糖尿病患者の重症化予
防、療養生活の質の向上につな
げます。
(再掲)

○都のホームページを活用するなど、
糖尿病に関する正しい知識の普及と理
解促進に努める。

健康づくりの普及啓発
（東京都健康推進プラン２
１（第二次）の推進）
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５　精神疾患医療の取組

【評価指標】

【主な事業】

項目
計画時
実績

目標
実績

評価

第２部各論　第１章　第３節　疾病・事業ごとの医療連携体制の取組

障害者施策推進部事業実績

早期発見・早期対応推進のための
研修や症例検討会の実施

18地区医師会 増やす
新たに12地区で実施

(延30地区)
新たに4地区で実施

(延34地区)

新たに12地区で実
施

（延46地区）

精神科医療地域連携体制構築の
取組

2圏域
（モデル実施）

増やす

25年度 26年度 27年度
資料出典

障害者施策推進部事業実績Ａ

新たに2圏域で実施
(計4圏域)

新たに2圏域で実施
(計6圏域)

新たに3地区で実施
（計9圏域） Ｂ

Ｂ

精神身体合併症救急医療体制の
整備（一般救急との連携強化）

夜間・休日の受入
医療機関：
都立5病院

充実・強化
（地域における相互連
携・受入体制の整備）

2圏域
（モデル実施）

3圏域
（モデル実施）

5圏域

1年未満入院者の平均退院率 76% 維持・向上
75.0%

（24年度）
75.0%

（25年度）

72.6%
（26年度）
（暫定値）

1年以上入院者の退院率 27.5% 上げる
27.1%

（24年度）
25.2%

（25年度）

東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画

（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）施策目標 具体的取組（要旨）

（目標１）
日常診療体
制の構築を
推進する

○精神疾患を早期に発見し適切な治
療に結びつけるため、地域の一般診療
科医師を対象とした精神疾患や精神保
健医療の法制度等に関する研修や、一
般診療科医師と精神科医師による合同
症例検討会を実施する。

精神疾患早期発見・早期
対応推進事業

一般診療科医師に対して、精神科医
療の基礎知識（医療知識、法制度
等）などの研修を行い、一般診療科
医師の精神疾患への対応力（適切な
医療機関・相談機関に繋ぐことも含
めて）の向上を図ります。

７地区医師会 27年度　12地区医師会で実施
（延46地区医師会で実施）

○地域における精神科の病院と診療所
との連携、また精神科と一般診療科の
医療機関との連携を強化するとともに、
連携マップなどを通じて、これらの医療
機関と薬局、保健所・都立（総合）精神
保健福祉センター・地域活動支援セン
ターなどの相談支援機関等が適切に連
携できる仕組みを構築していく。

精神科医療地域連携事
業

○精神疾患地域医療連携協議会の
設置
　(1)　各地域の医療連携体制状況の
把握、情報（事業成果等）の共有化
　(2)　新規に医療連携の構築が必要
な地域における医療連携の取組へ
の支援
　(3)　精神疾患地域連携における拠
点機関の検討
　(4)　精神科医療地域連携事業の
評価・検証

○地域における連携事業 【都内9箇
所】
　(1)　地域連携会議の開催
　(2)　研修会・症例検討会の開催
　(3)　地域の実状に応じた連携ツー
ルの検討・活用
　(4)　住民向け普及啓発（住民を対
象とした講演会等）

9圏域 27年度 9圏域で実施（26年度は6
圏域）
区東北部、南多摩、区西北部、
北多摩南部、区西南部、西多
摩、区南部、北多摩西部、北多
摩北部

○地域での取組に加え、全都的な観点
から、各地域の連携の取組状況を把
握・支援するとともに、精神疾患や精神
保健医療に対する偏見や誤解を生じな
いよう、普及啓発に引き続き取り組む。

①精神保健福祉普及啓
発事業
②精神保健福祉相談事
業

東京都精神保健福祉民間団体協議
会及び東京都精神保健福祉協議会
への委託により、刊行物の発行、講
演会等を実施しています。

①刊行物　年２回、講演
会  年１回
②刊行物　年２回、講演
会　年４回、個別相談・地
域巡回相談等

精神保健に関する都民等の理解
を深めるため、精神保健福祉に
関する専門知識を有する団体や
家族会、当事者、支援者等で構
成される民間団体に委託して精
神保健に関する知識の普及・啓
発を図る
刊行物　年４回、講演会　年５
回、個別相談等

障害者施策推進部事業実績

精神保健福祉資料

精神保健福祉資料Ｂ
29.0％

（26年度）
（暫定値）

Ｂ

A：著しく順調に進んでいる           B：概ね順調に進んでいる 
C：順調に進んでいない            D: 指標の見直しが必要 
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東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画

（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）施策目標 具体的取組（要旨）

○地域移行促進事業
　個別相談数：３３１人
　協力病院：63病院
○グループホーム活用型ショート
ステイ事業
　利用者数：76人
　利用日数：763日
○地域生活移行支援会議（圏域
別会議含む）
　10回実施
○人材育成事業
　基礎研修、専門研修（病院実
習、地域実習）、訪問看護師の
育成

（目標３）
地域生活支
援の取組を
推進する

【１　地域移行・地域定着の推進】
○障害者総合支援法の個別給付によ
る地域移行・地域定着支援を円滑に進
めるため、指定特定相談支援事業者や
指定一般相談支援事業者の充実や育
成のための支援を行う。
　病院と地域との調整を行うコーディ
ネーターの配置、地域移行支援会議の
開催などにより、入院中の精神疾患患
者の円滑な地域移行やその後の安定し
た地域生活を支えるための体制整備を
図る。

（目標２）
精神科救急
医療提供体
制の安定的
な確保を図
る

【１　法改正を踏まえた精神科救急医療
体制の再構築】
○精神科初期、精神科二次救急、緊急
医療（23条通報に対応）について、保護
者制度の改正など今後の国の動向を踏
まえ、現行の体制を検証し、改めて整
備していく。

精神科夜間休日救急診
療事業

夜間及び休日における精神科救急
患者に対する診療事業を実施しま
す。

初期救急
（１診療所、2病院）
（合計３所：輪番制）
二次救急
（２病院：輪番制）
（区部２床、多摩部１床）
緊急措置診察・緊急措
置入院
（都立等４病院）（毎晩各
４床）

○27年度実績
　初期救急 114件
　二次救急 542件
　緊急措置入院 1,192件
○精神科救急医療体制の再構
築を図るため、「精神科救急医療
体制整備検討委員会」を開催
（平成27年度： 1回）

【２　一般救急との連携強化】
○できる限り地域で患者を受け入れら
れるよう、地域救急会議などを通じて、
一般救急医療機関と精神科医療機関と
の相互の連携を強化するとともに、地域
で拠点となる精神科医療機関を核とし
て、精神科医療機関による一般救急医
療機関からの相談・受入体制の整備を
図る。

地域精神科身体合併症
救急連携事業

精神障害者が身体疾患に罹患した
際、地域で迅速かつ適正な医療が
受けられるよう、精神科医療機関によ
る一般救急医療機関からの相談・受
入れ体制の整備を図るとともに、一
般救急医療機関と精神科医療機関
との地域連携体制の強化を図りま
す。

5圏域（1ブロック（3圏域）
及び2圏域）

≪実施規模≫
都内5圏域（26年度：3圏域）
≪事業内容≫
・地域精神科医療機関連携会議
の開催
・身体治療後精神疾患の相談、
受入
（一般救急と連携したケースの事
例報告）

○体制整備に当たっては、二次保健医
療圏を基本としつつ、精神科の医療資
源の状況等を考慮し、必要に応じて複
数の医療圏域を組み合わせるなどのブ
ロック化も検討する。

地域精神科身体合併症
救急連携事業

精神障害者が身体疾患に罹患した
際、地域で迅速かつ適正な医療が
受けられるよう、精神科医療機関によ
る一般救急医療機関からの相談・受
入れ体制の整備を図るとともに、一
般救急医療機関と精神科医療機関
との地域連携体制の強化を図りま
す。

1ブロック（多摩北ブロック
（北多摩北部、北多摩南
部及び北多摩西部））

1ブロック（多摩北ブロック）にて
事業実施

○地域における受入体制整備の進捗
状況を踏まえて、精神症状及び身体症
状ともに重いケースに対応している現行
のⅠ型医療機関等の体制を再整理し、
地域で受入できない患者などを全都で
対応する仕組みを検討する。

精神科身体合併症医療
事業

身体合併症を併せ持つ精神科患者
に対する迅速かつ適正な身体医療
を確保します。

Ⅰ型（夜間休日対応）
墨東、豊島、松沢、広
尾、多摩医療
病床確保：年間１２０床程
度　１日１床

○27年度
　Ⅰ型 22件
○地域精神科身体合併症救急
連携事業による地域での受入れ
体制整備の進捗状況を踏まえ、
Ⅰ型医療機関等の体制再整理
について検討していく（精神科患
者身体合併症医療部会におい
て、方向性を検討）

精神障害者地域移行体
制整備支援事業

精神科病院に入院している精神障
害者が、円滑に地域移行を図るため
の体制及び安定した地域生活を送る
ための体制を整備するとともに、精神
科医療機関と地域との相互理解及び
連携強化の推進を図ります。

○　精神障害者地域移行促進事業
○　グループホーム活用型ショートス
テイ事業
　精神障害者グループホームに併設
した専用居室等を使用して、地域生
活のイメージ作りや退院後の病状悪
化防止のためのショートステイを実施
します。
○　地域生活移行支援会議
　精神障害者の地域移行に関する目
標達成に向けて、関係機関との連携
を深め、効果的な支援体制構築に向
けた協議を行うため、情報交換、課
題の調整および検討等を行います。
○　人材育成事業
　精神障害者の地域移行・地域定着
を担う人材の資質向上のための研修
等を実施します。

○地域移行促進事業
　委託事業所数：６カ所
○グループホーム活用
型ショートステイ事業
　委託事業所数：５か所
○地域生活移行支援会
議
・本庁会議５回
・圏域別会議１回/１２圏
域
○人材育成事業
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東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画

（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）施策目標 具体的取組（要旨）

（個別課題
への取組）
≪うつ病対
策≫

○早期に適切な診断が行われ、精神科
医療につなげるために、精神科と一般
診療科の診療科間連携やこれらの医療
機関と相談機関等との連携など、地域
の日常診療体制と連携した取組を進め
る。

○精神疾患早期発見・早
期対応推進事業
○精神科医療地域連携
事業

【早期発見】
一般診療科医師に対して、精神科医
療の基礎知識（医療知識、法制度
等）などの研修を行い、一般診療科
医師の精神疾患への対応力（適切な
医療機関・相談機関に繋ぐことも含
めて）の向上を図ります。

【地域連携】
○精神疾患地域医療連携協議会の
設置
　(1)　各地域の医療連携体制状況の
把握、情報（事業成果等）の共有化
　(2)　新規に医療連携の構築が必要
な地域における医療連携の取組へ
の支援
　(3)　精神疾患地域連携における拠
点機関の検討
　(4)　精神科医療地域連携事業の
評価・検証
○地域における連携事業 【都内9箇
所】
　(1)　地域連携会議の開催
　(2)　研修会・症例検討会の開催
　(3)　地域の実状に応じた連携ツー
ルの検討・活用
　(4)　住民向け普及啓発（住民を対
象とした講演会等）

○早期発見　7地区医師
会

○地域連携　9圏域

○精神疾患早期発見・早期対応
推進事業
27年度　12地区医師会で実施
（延46地区医師会で実施）
○精神科医療地域連携事業
27年度　9圏域で実施（26年度は
6圏域）
区東北部、南多摩、区西北部、
北多摩南部、区西南部、西多
摩、区南部、北多摩西部、北多
摩北部

（目標３）
地域生活支
援の取組を
推進する

○入院中の精神疾患患者が地域生活
に対する不安を軽減し、安心して退院
を目指すことができるよう、コーディネー
ターを中心に病院に働きかけ、ピアサ
ポーターによる活動などを活用し、地域
移行・地域定着を推進する。

精神障害者地域移行体
制整備支援事業

ピアサポーターと共に、長期入院者
等に対する地域移行への動機付け
支援や、病院と地域をつなぐ橋渡し
を行い、広域にわたるネットワークを
構築・強化し、円滑な地域移行・地域
定着を推進します。

○精神科病院において、病院内外にお
ける調整や支援計画、医療と福祉の連
携体制を整備する精神保健福祉士の
配置を促進し、精神障害の地域移行に
必要な体制を整備することで、医療保
護入院者が早期に円滑に地域生活へ
移行できるよう支援する。

精神保健福祉士配置促
進事業

医療保護入院者の早期退院に向け
た、病院内外における調整や、退院
支援計画の作成、退院支援委員会
の開催など、医療と福祉の連携体制
を整備する精神科医療機関における
精神保健福祉士の確保のための人
件費の補助を行います。

精神病棟入院基本料も
しくは精神療養病棟入院
料を算定する病棟にお
いて専属で従事する精
神保健福祉士の人件費
補助
※国公立病院、大学病
院、総合病院を除く。
※精神保健福祉士配置
加算を算定していない病
院に限る。

○平成26年度　事業開始
○25病院補助

○精神科病院の入院患者の地域生活
への移行の促進をめざし、医療と福祉
の関係者が連携し、早期退院に必要な
体制の充実を図るなど、医療保護入院
者が円滑に地域生活へ移行できるよう
支援する。

精神障害者早期退院支
援事業

○医療保護入院者へ地域援助事業
者等を紹介し、本人や家族の相談支
援を行うほか、退院支援委員会等へ
の地域援助事業者等の出席依頼な
ど、地域援助事業者等との連携を図
り、地域における医療と福祉の連携
体制を整備する精神科医療機関に
対して支援を行います。
○地域援助事業者等が、医療機関
における医療保護入院者の退院支
援のための会議等へ出席した際の
事前調整経費等を補助します。
○退院支援のための会議等に地域
援助事業者等を出席させた医療機
関への事務費を補助します。

○地域援助事業者が、
医療機関における医療
保護入院者の退院支援
のための会議へ出席した
際の事前調整費等の補
助
・統合失調症による医療
保護入院患者数 約６，７
００人
・推定入院期間が1ヶ月
以上割合 ９５．３％
・退院患者一人あたり退
院支援会議開催回数１
回
○退院支援のための会
議に地域援助事業者を
出席させた医療機関へ
の事務経費等の補助
・年間会議開催回数 ６３
回／病院

○平成26年度　事業開始
○地域援助事業者等が、医療機
関における医療保護入院者の退
院支援のための会議等へ出席し
た際の事前調整経費の補助
254件
○退院支援のための会議等に
地域援助事業者等を出席させた
医療機関への事務費補助
146件

【２　地域生活支援の強化】
○都立（総合）精神保健福祉センター
において、区市町村・保健所等と連携し
て実施しているアウトリーチ支援につい
て、支援関係機関とのネットワーク構築
のノウハウも含め、より身近な地域へ支
援技術の普及を図る。

アウトリーチ支援事業 精神保健福祉センターの専門職
チームが、区市町村・保健所等と連
携して訪問型の支援を行い、精神障
害者の地域生活の安定化を目指す
とともに、区市町村、保健所、医療機
関等の関係機関の職員に支援技法
の普及を図り、地域における人材育
成を推進します。

医師、保健師等で構成
する専任の専門職チー
ムを３か所の（総合）精神
保健福祉センターに設
置

○同行支援
○事例検討会
○講義・出張講座　等

都立（総合）精神保健福祉セン
ターにおいて実施
27年度 3所で169人（26年度：217
人）

○地域移行促進事業
委託事業所数：６カ所

〇ピアサポーター活動
　総活動数：３４４回
　実施場所：１３９か所
　延べピアサポーター数１，０４６
人

-29-



　

東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画

（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）施策目標 具体的取組（要旨）

普及啓発・情報提供事
業
都民向けシンポジウムの
実施

子供の心診療支援拠点
病院事業

子供の心をとりまくさまざまな問題に
ついて、専門的なケアにつなげる体
制を整備するため、拠点病院を設置
し、各医療機関や保健福祉関係機
関等と連携した支援体制の構築を図
ります。

○児童・思春期精神科におい
て、子供の発達障害や精神障
害、暴力やひきこもりなどの問題
行動を対象として診療を実施
○子供の心の診療連携事業
　・小児精神科治療連絡会　４回
実施
　・関係機関との定期連絡会　１
回実施

○相談
　・アルコール　875件（延2,501
人）
　・薬物依存　81件（延293人）
○講演会等（教室、教育プログラ
ム含）
　・アルコール　30回　260人
　・薬物依存　9回　163人
○関連会議（ケースカンファレン
ス等含）
　・アルコール　143回　1,101人
　・薬物依存　59回　478人

子供の心の診療関係者研修事
業
○関係機関向けセミナー　２回実
施
○医療従事者向け講座　５回実
施
○保育・教育関係者向け講座
延８８０名参加
○包括的暴力防止プログラム講
座　　延１７７名参加
○看護実習　　１５名参加
○養護施設等職員向け講座　４
８名参加
○訪問サポート・巡回連続研修
延３０施設訪問

≪依存症・
薬物関連問
題≫

○都立（総合）精神保健福祉センター
において、専門相談及びアルコール・
薬物問題の本人向けグループワークや
家庭教育プログラムを実施し、当事者
に対する直接的な支援を行うとともに、
依存症についての普及啓発や関係機
関職員の人材育成及びネットワークづく
りに取り組んでいく。

○専門相談
○グループワーク
○講習会、講演会
○研修
○リーフレットの配布

○専門相談
　・アルコール　2,411人
　・薬物　2,405人
○グループワーク
　・本人向け　137回／812人
　・家族向け　161回／1,730人
○講習会、講演会18回
○研修　7回
○リーフレットの配布

総合精神保健福祉セン
ターの運営

「精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律」に基づき、精神保健福
祉活動の技術的中核機関として、都
民の精神的健康の保持増進及び精
神障害者の予防、適切な精神医療
の推進並びに社会復帰及び自立と
社会参加の促進のための援助を総
合的に推進することを目的に設置し
ています。

１　精神保健福祉センター機能
　　地域精神保健福祉活動の中核的
施設として、精神保健及び精神障害
者の福祉に関し、知識の普及を図
り、　調査研究を行い、並びに相談
及び指導のうち複雑困難なものを行
います。
２　リハビリテーション機能
　　精神障害者の社会復帰と自立と
社会参加を図るため、デイケア（デイ
ケア・作業訓練）、アウトリーチ、短期
宿泊を行っています。
※一部事業については、精神保健
福祉センター（下谷）を除く

≪うつ病対
策≫

○都立（総合）精神保健福祉センター
において、認知行動療法に関する専門
職向け研修を実施するとともに、「うつ病
リターンワークコース」等のデイケアプロ
グラムや企業の人事担当者等を対象と
した講演会を行うなど、うつ病患者の復
職等の就労支援を進める。

○認知行動療法に関す
る研修
○復職支援・就労支援
○自殺関連講演会
　 研修会
○リーフレットの配布

○認知行動療法に関する研修
３回
○復職支援・就労支援
　・うつ病リターンワークコース
94人
　・うつ病ワークトレーニングコー
ス　15人
　・復職支援フォーラム　1回
○自殺関連講演会　17回
　 研修会　1回
○リーフレットの配布
（３センターのデイケア新規利用
者（うつ病以外も含む）　179人）

○都保健所において、予防のための普
及啓発活動や、当事者・家族への支援
等を行っている。依存症からの回復に
は、周囲の適切な対応が重要であるた
め、専門医療機関や福祉サービスなど
の様々な支援機関、回復途上の当事
者、支援者の連携を促し、都民の理解
を図る取組を進める。

保健所精神保健福祉事
業

地域における精神障害者保健福祉
対策の充実と地域住民の「心の健
康」の保持・増進及び地域の精神障
害者の自立と社会復帰の促進を図り
ます。

○社会復帰促進事業
○相談・指導事業
○組織育成事業
○普及・啓発事業
○市町村支援・協力事
業

子供の心の診療連携事
業
小児精神科治療連絡会
や、関係機関との定期連
絡会の実施

子供の心の診療関係者
研修事業
　下記の講座の実施
○関係機関向けセミナー
○医療従事者向け講座
○保育・教育関係者向け
講座
○包括的暴力防止プロ
グラム講座
○看護実習
○養護施設等職員向け
講座
○訪問サポート・巡回連
続研修

普及啓発・情報提供事業
○都民向けシンポジウム　２１９名
参加

≪小児精神
科医療≫

○都における小児医療の拠点である都
立小児総合医療センターの児童・思春
期精神科において、「こころ」と「からだ」
の両側面から総合的な高度専門医療を
提供していく。
　また、同センターを拠点病院として子
供の心診療支援拠点病院事業を実施
し、医療、保健、福祉、教育など子供の
心に関わる地域の関係機関に対する支
援の取組を進める。
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東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画

（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）施策目標 具体的取組（要旨）

≪発達障害
児（者）支援
≫

○都の診療拠点である東京都発達障
害者支援センターにおいて、発達障害
児（者）やその家族からの専門的な相談
に応じ、適切な指導または助言を行うと
ともに、都民や関係機関等に対する普
及啓発や発達障害者に対する就労支
援等を行う。

東京都発達障害者支援
センターの運営

自閉症等の発達障害を有する人や
家族、関係施設・機関等を対象に、
医療、保育、教育、就労、福祉等の
相談支援を行うとともに、発達支援、
研修等を実施し、地域における支援
体制の整備の推進、発達障害児
（者）及びその家族の福祉の向上を
図ります。

○相談支援・発達支援
○相談支援・就労支援
○関係施設及び関係機
関等に対する普及啓発
及び研修

○相談支援・発達支援件数
2,328件
○就労支援件数　267件
○講演会等2回開催

○発達障害に対する支援拠点の整備
や保健センター、保育所・幼稚園などの
関係機関の連携促進など、区市町村が
行う発達障害児の早期発見や支援体
制の構築を支援する。また、支援を要
する成人の発達障害者に対し、社会参
加や就労などに関する取組を行う区市
町村を支援する。

区市町村発達障害者支
援体制整備推進事業

発達障害に対する拠点の整備や関
係機関連携など、区市町村が行う発
達障害児の早期発見や支援体制の
構築を支援するとともに、成人期発
達障害者支援についての取組を支
援することにより、発達障害者のライ
フステージに応じた支援体制の整備
を推進します。

○早期発見・早期支援の
ための支援システムの構
築　49区市
○成人への支援の先駆
的取組　45区市

○早期発見・早期支援のための
支援システムの構築
27年度 34区市で実施（26年度：
35区市）
○成人への支援の先駆的取組
27年度 10区市で実施（26年度：9
区市)

○発達障害児（者）のライフステージに
応じた支援体制を充実するため、これま
で区市町村が取り組んできた成果を広
く普及していくとともに、区市町村の相
談支援員や医療機関従事者などを対
象とした研修等を実施し、専門的人材
の育成を行っていく。

発達障害者支援体制整
備推進事業

発達障害児（者）のライフステージを
通じた支援手法の開発に向けた区
市町村モデル事業の成果の普及を
図るとともに、区市町村の相談支援
員や医療機関従事者など専門的人
材の育成を行うことで、発達障害者
支援体制の充実を図ります。

○発達障害者支援体制
整備推進委員会の設置
　・委員会　3回
　・シンポジウム　1回
○専門的人材の育成
　・相談支援研修　10回
　・医療従事者向け講習
会
　　　　　　　　　　 　　6回

○発達障害者支援体制整備推
進事業
　・発達障害者支援体制整備推
進委員会の設置
　　委員会　2回開催
　　シンポジウム　1回開催
　・専門的人材の育成
　　相談支援研修　14回開催
　　医療従事者向け講習会　6回
開催

専門的リハビリテーションの充実
事業　27年度 12圏域で実施（26
年度：9圏域）

≪高次脳機
能障害者支
援≫

○区市町村に支援員を配置し、高次脳
機能障害者及びその家族に対する相
談支援を実施するとともに、関係機関と
の連携を進め、身近な地域における支
援の充実を図るとともに、ピアカウンセリ
ングを実施する区市町村を支援する。

・区市町村高次脳機能障
害者支援促進事業
・高次脳機能障害者緊急
相談支援事業

地域ネットワークの充実及び支援体
制の整備のため、高次脳機能障害
者支援員を各区市町村に配置し、高
次脳機能障害に関する相談、関係
機関との連携、社会資源の把握・開
拓及び広報普及啓発を実施するとと
もに、高次脳機能障害の特性に応じ
た相談支援を充実させるため、障害
者週間等の中で、当事者及び家族
による高次脳機能障害者を対象とす
る地域での特別相談の体制整備を
図ります。

区市町村高次脳機能障
害者支援促進事業　40
区市町村

○区市町村高次脳機能障害者
支援促進事業
27年度 34区市町で実施（26年
度：32区市町）
○高次脳機能障害者緊急相談
支援事業
27年度 4区市で実施（26年度：4
区市）

○東京都心身障害者福祉センターに
おいて、地域生活や就労等の専門的な
相談支援を行うとともに、区市町村や関
係機関等とのネットワークの構築、人材
育成を図る研修や都民への啓発を実施
するなど、高次脳機能障害者へ適切な
支援が提供される体制の整備を進め
る。

○新規相談件数　388件
○相談支援体制連絡調整委員
会　２回開催
○連絡会　２回、研修　３回
○普及啓発・広報
○就労準備支援プログラムの実
施
○社会生活評価プログラムの実
施　等

高次脳機能障害支援普
及事業

○地域の高次脳機能障害のリハビリ
テーションの中核を担う病院が、高次脳
機能障害者を支える施設に対し、リハビ
リテーション技術の向上に係る相談指
導等を行うとともに、医療従事者を対象
とした人材育成を行い、地域における
切れ目ない専門的リハビリテーションの
提供体制を構築する。

高次脳機能障害支援普
及事業
（専門的リハビリテーショ
ンの充実事業）

高次脳機能障害の特性に対応した
専門的リハビリテーションを提供でき
る体制の充実を図るため、高次脳機
能障害のリハビリの中核を担う病院
にアドバイザーを設置し、地域内の
各施設に対しリハビリ技術や個別支
援の相談に応じるとともに、医療従事
者を対象とした人材研修等を行いま
す。

１２圏域において実施

高次脳機能障害者に対する専門的
な相談支援、区市町村や関係機関
等とのネットワークの構築及び広報・
啓発により、高次脳機能障害者に対
する適切な支援が提供される体制を
整備します。
　また、区市町村村や関係機関等と
の地域支援ネットワークの充実を図る
ため、高次脳機能障害者相談支援
体制連携調整委員会を設置します。

○専門的相談の実施
○相談支援体制連絡調
整委員会の開催
○連絡会３回、研修４回
○普及啓発・広報
○就労準備支援プログラ
ムの実施
○社会生活評価プログラ
ムの実施　等
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５　精神疾患医療の取組（認知症）

【評価指標】

【主な事業】 （単位：百万円）

第２部各論　第１章　第３節　疾病・事業ごとの医療連携体制の取組

項目
計画時
実績

目標
実績

評価
25年度 26年度 27年度

資料出典

－ -

認知症疾患医療センターの指定数 12か所 増やす 12か所 12か所 41か所

上げる
18.2％

（24年度）
－ －

Ｂ

認知症退院患者の平均在院日数 333日 減らす － －

-

認知症疾患医療センターにおける
認知症の医療・介護従事者による
多職種協働研修の実施

－ 全センターで実施 － 12か所 12か所 Ｂ

新規認知症治療病棟入院患者の
2ヶ月以内退院率

23.7%

東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画

（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）施策目標 具体的取組（要旨）

（目標１）
地域連携の
推進と専門
医療の提供
を図る

【１認知症疾患医療センターの整備】
○認知症疾患医療センターが実施して
いる専門医療相談、鑑別診断、身体合
併症と行動・心理症状への対応、地域
連携の推進、人材育成等の取組を進め
る。

○地域拠点型認知症疾
患医療センター　12か所

○地域連携型認知症疾
患医療センター　41か所

○平成24年度に二次保健医療
圏に1か所ずつ（島しょを除く）、
合計12か所の地域拠点型認知
症疾患医療センターを指定
○地域拠点型認知症疾患医療
センターのない区市町村のうち、
平成27年度に２９か所地域連携
型認知症疾患医療センターを設
置

地域拠点型認知症疾患
医療センター　12か所
(再掲)

12か所の地域拠点型認知症疾
患医療センターにおいて地域連
携型認知症疾患医療センター等
地域の医療機関、地域包括支援
センター、区市町村、保健所等
の関係者が集まる協議会等を開
催し、地域連携の推進に向けた
検討を実施

○「認知症ケアパス」や「退院支援・地
域連携クリティカルパス」導入の検討を
進める。

認知症対策推進事業 認知症対策を総合的に推進するた
め、「東京都認知症対策推進会議」
において様々な角度から具体的な支
援策の検討を実施します。また都民
向けシンポジウムの開催や、パンフ
レット「知って安心　認知症」の活用
を通じ、普及啓発を図ります。

ー

「区市町村認知症支援担当者連
絡会」等において情報交換を実
施

区市町村に１か所ずつ（島しょ地域を
除く）、「地域拠点型」または「地域連
携型」認知症疾患医療センターを整
備して、専門医療相談、鑑別診断、
身体合併症と行動・心理症状への対
応、地域連携の推進、人材育成等の
取組を推進することにより、各区市町
村における地域包括ケアシステムの
構築を支援します。

○区市町村において、認知症施策の推
進を図り、地域の実情に応じた医療と介
護の連携体制を構築する。

認知症支援コーディネー
ター事業
認知症対策推進事業

○区市町村の高齢者人口規模に応
じて、認知症の医療・介護・生活支援
等の情報に精通した地域における認
知症の専門家である認知症コーディ
ネーターを地域包括支援センター等
に配置し、個別ケース支援のバック
アップを担い、認知症の疑いのある
人の早期発見・診断・対応を進めま
す。
○認知症対策を総合的に推進する
ため、「東京都認知症対策推進会
議」において様々な角度から具体的
な支援策の検討を実施します。また
都民向けシンポジウムの開催や、パ
ンフレット「知って安心　認知症」の活
用を通じ、普及啓発を図ります。

【２　地域連携の推進】
○地域連携の推進のために、認知症疾
患医療センターが開催する認知症医
療・介護連携協議会等を活用して、医
療提供施設同士、更には医療と介護の
連携を進める。

認知症支援コーディネー
ターを40区市町村に配
置

○平成25年８月から、認知症早
期発見・早期診断推進事業を実
施。平成27年度は29区市で配置
○「区市町村認知症支援担当者
連絡会」における意見交換、先
進的取組の情報提供の実施

○認知症の診断を担う医療機関の確
保。地域の医療機関の役割分担、各関
係機関の連携の在り方について検討し
た上で、認知症疾患医療センターの整
備を進める。

認知症疾患医療センター
運営事業

高齢社会対策部資料調べ

患者調査（厚生労働省実施）に
よる

精神保健福祉資料（平成25年
度6月30日調査の概要）

高齢社会対策部資料調べ

A：著しく順調に進んでいる           B：概ね順調に進んでいる 

C：順調に進んでいない            D: 指標の見直しが必要 
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東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画

（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）施策目標 具体的取組（要旨）

（目標１）
地域連携の
推進と専門
医療の提供
を図る

【３　専門医療の提供】
○認知症の診断、薬物治療、身体合併
症と行動・心理症状への対応等の専門
医療の提供について、認知症疾患医療
センターと地域の医療機関で役割分担
を図る等して、今後増加する認知症の
人に対応できる体制を整える。

○身体合併症を患ったとき又は行動・
心理症状が悪化したときに対応できる
医療機関等を確保するとともに、地域連
携の推進や医療・介護従事者の認知症
対応力の向上を図ることにより、身体合
併症や行動・心理症状を有する認知症
の人を地域で受け入れる体制づくりを
進めていく。

認知症疾患医療センター
運営事業
（再掲）

区市町村に１か所ずつ（島しょ地域を
除く）、「地域拠点型」または「地域連
携型」認知症疾患医療センターを整
備して、専門医療相談、鑑別診断、
身体合併症と行動・心理症状への対
応、地域連携の推進、人材育成等の
取組を推進することにより、各区市町
村における地域包括ケアシステムの
構築を支援します。
（再掲）

○地域拠点型認知症疾
患医療センター　12か所
○地域連携型認知症疾
患医療センター　41か所
（再掲）

都内４１か所の認知症疾患医療
センターにおいて、専門医療相
談、鑑別診断、身体合併症と行
動・心理症状への対応、地域連
携の推進、人材育成等の取組を
実施
（再掲）

（目標２）
認知症の早
期発見・診
断・対応を
可能とする
取組を推進
する

○看護師や保健師等の医療職を認知
症コーディネーターとして、区市町村の
地域包括支援センター等に配置し、か
かりつけ医や介護事業者等と連携し
て、認知症の疑いのある高齢者を訪問
するなど認知症の早期発見施策を推進
する。

○認知症疾患医療センター等に医師・
看護師・精神保健福祉士等で構成する
認知症アウトリーチチームを配置し、認
知症コーディネーターからの依頼に基
づき、認知症の疑いのある受診困難者
を訪問して診断を行うなど、早期診断・
早期対応の取組を推進する。

認知症支援コーディネー
ター事業
認知症疾患医療センター
運営事業(再掲)

○区市町村の高齢者人口規模に応
じて、認知症の医療・介護・生活支援
等の情報に精通した地域における認
知症の専門家である認知症コーディ
ネーターを地域包括支援センター等
に配置し、個別ケース支援のバック
アップを担い、認知症の疑いのある
人の早期発見・診断・対応を進めま
す。
○区市町村に１か所ずつ（島しょ地
域を除く）、「地域拠点型」または「地
域連携型」認知症疾患医療センター
を整備して、専門医療相談、鑑別診
断、身体合併症と行動・心理症状へ
の対応、地域連携の推進、人材育成
等の取組を推進することにより、各区
市町村における地域包括ケアシステ
ムの構築を支援します。(再掲)

○認知症支援コーディ
ネーターを40区市町村
に配置
○認知症アウトリーチ
チームを12の地域拠点
型認知症疾患医療セン
ターに配置

○平成25年８月から、認知症早
期発見・早期診断推進事業を実
施
○平成27年度は認知症支援コー
ディネーターを29区市で配置。
認知症アウトリーチチームを地域
拠点型認知症疾患医療センター
（１２医療機関）に配置

○都民に認知症について正しい知識を
得てもらい、認知症が疑われる場合に
速やかに相談・受診してもらうことを目
的として、本人や家族が簡便にチェック
して認知症の疑いを判別できるチェック
シートを作成し、パンフレットに盛り込み
広く配付するなど、認知症に関する普
及啓発を充実する。

認知症早期発見・早期診
断推進事業
(平成26年度で事業終了)

○都民に認知症について正しい知
識を得てもらい、認知症が疑われる
場合に速やかに相談・受診してもらう
ことを目的として、本人や家族が簡便
にチェックして認知症の疑いを判別
できるチェックシートを作成し、パンフ
レットに盛り込み広く配付するなど、
認知症に関する普及啓発を充実しま
す。

平成26年度で事業終了 ○平成26年度に作成した認知症
の普及啓発用パンフレット「知っ
て安心認知症」を区市町村に配
布
○パンフレットのデータを提供
し、申請に基づき区市町村にお
いて独自に活用
※平成26年度で事業終了

○認知症サポート医フォ
ローアップ研修　１コース
○認知症疾患医療セン
ター相談員研修　２回
○認知症支援コーディ
ネーター研修　２回
○島しょ地域への訪問研
修
　利島村、神津島村、
青ヶ島村、御蔵島村で実
施

平成２７年度より東京都健康長
寿医療センターに「認知症支援
推進センター」を設置して、認知
症ケアに従事する医療・介護専
門職及び区市町村で認知症施
策に携わる人材等を育成するた
めの取組を実施。
○認知症サポート医フォローアッ
プ研修
　受講者数　319名
○認知症疾患医療センター相談
員研修
　受講者数　155名
○認知症支援コーディネーター
研修
　受講者数　399名
○島しょ地域への訪問研修
　利島村、神津島村､青ヶ島村、
御蔵島村で実施

（目標３）
専門医療や
介護、地域
連携を支え
る人材を育
成する

○東京都健康長寿医療センターを都内
における認知症医療従事者の研修の
拠点と位置付け、各認知症疾患医療セ
ンターが実施する地域向けの研修を支
援することにより、都内全体のレベル
アップを図る。

認知症支援推進センター
設置事業

都内における認知症医療従事者等
の研修の拠点と位置付けている地方
独立行政法人東京都健康長寿医療
センターに「認知症支援推進セン
ター」を設置して、各認知症疾患医
療センターにおける人材育成の取組
を支援するとともに、認知症サポート
医フォローアップ研修、認知症疾患
医療センター相談員研修、認知症支
援コーディネーター研修、島しょ地域
の訪問研修等を実施することにより、
認知症ケアに携わる医療従事者等
の都内全体のレベルアップを図りま
す。
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事業名 事業概要
平成２７年度計画

（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）施策目標 具体的取組（要旨）

認知症疾患医療センター
運営事業
(再掲)

区市町村に１か所ずつ（島しょ地域を
除く）、「地域拠点型」または「地域連
携型」認知症疾患医療センターを整
備して、専門医療相談、鑑別診断、
身体合併症と行動・心理症状への対
応、地域連携の推進、人材育成等の
取組を推進することにより、各区市町
村における地域包括ケアシステムの
構築を支援します。
(再掲)

12の地域拠点型認知症
疾患医療センターにお
いて実施
(再掲)

○急性期治療に関わる看護師向けに、
入院から退院後の在宅生活まで視野に
入れた認知症ケアについての研修を実
施し、認知症の人が病院で治療を受け
ることと、退院後に元の生活に戻ること
ができるよう促進する。

12の地域拠点型認知症疾患医
療センターで実施
　平成27年度修了者数 1,018名

（目標３）
専門医療や
介護、地域
連携を支え
る人材を育
成する

○多職種が一堂に会する研修を実施
し、認知症サポート医、かかりつけ医、
一般病院の医療従事者、薬剤師、介護
事業者の認知症に携わる医療・介護従
事者の認知症対応力を向上するととも
に、顔の見える関係づくりを進める。

12の地域拠点型認知症疾患医
療センターで実施
　平成27年度修了者数 809名

○区市町村や地区医師会が実施する
認知症対応力向上研修について、認
知症疾患医療センターが講師を派遣す
る等して、支援していく。

認知症疾患医療センター
運営事業
(再掲)

区市町村に１か所ずつ（島しょ地域を
除く）、「地域拠点型」または「地域連
携型」認知症疾患医療センターを整
備して、専門医療相談、鑑別診断、
身体合併症と行動・心理症状への対
応、地域連携の推進、人材育成等の
取組を推進することにより、各区市町
村における地域包括ケアシステムの
構築を支援します。
(再掲)

○地域拠点型認知症疾
患医療センタ12か所に
おいて実施
○地域連携型認知症疾
患医療センター41か所
において実施
（再掲）

各認知症疾患医療センターから
講師を派遣し、区市町村や地区
医師会が実施する認知症対応力
向上のための研修の支援を実施

○認知症介護に関する専門的研修を
実施し、技術の向上を図る。

認知症介護研修事業 ○介護実務者及びその指導的立場
にある人に対し、認知症介護に関す
る専門的研修を実施し、技術の向上
を図ります。
　(1)認知症介護実践研修
　　①認知症介護実践者研修
　　②認知症介護実践リーダー研修
　(2)認知症対応型サービス事業開
設者研修
　(3)認知症対応型サービス事業管
理者研修
　(4)小規模多機能型サービス等計
画作成担当者研修
　(5)認知症介護指導者養成研修
　(6)フォローアップ研修
○認知症介護研修カリキュラム等検
討委員会を開催します。

(1)認知症介護実践研修
　　①認知症介護実践者
研修　受講数800人
　　②認知症介護実践
リーダー研修　受講数
150人
　(2)認知症対応型サー
ビス事業開設者研修　受
講数70人
　(3)認知症対応型サー
ビス事業管理者研修　受
講数420人
　(4)小規模多機能型
サービス等計画作成担
当者研修　受講数80人
　(5)認知症介護指導者
養成研修　年間6人受講
　(6)フォローアップ研修
年間3人受講

介護事業所職員を対象に、認知
症ケアの実践的な知識・技術を
学ぶ研修を実施
　平成２７年度は３０回開催（修了
者数　1,449名）

（目標４）
地域での生
活・家族の
支援を強化
する

認知症高齢者グループ
ホーム緊急整備

認知症高齢者が専門的なケアを受
けながら家庭的な環境の中で暮らし
ていけるよう、都独自の促進策によ
り、引き続き整備を進めます。

27年度目標
9,971人

認知症の人が安心して暮らせる
住まいの確保
○認知症高齢者グループホーム
の整備
　9,896人（平成27年度末開設
数）

特別養護老人ホーム等
整備費補助

区市町村及び社会福祉法人等が行
う、老人福祉法第５条の３に規定する
特別養護老人ホーム等の整備に要
する費用の一部を補助することによ
り、その整備を促進し、老人福祉の
向上を図る。

27年度目標
45,016人

特別養護老人ホームの整備
　43,885人（平成27年度末完成
数）

【１　区市町村と協働した地域包括ケア
システム実現に向けた取組の推進】
○認知症の人が安心して暮らせる住ま
いの確保に向けて、認知症高齢者グ
ループホーム、特別養護老人ホーム、
都市型軽費老人ホーム、サービス付き
高齢者向け住宅等の整備を進めるとと
もに、サービスの質の確保を図る。

都市型軽費老人ホーム
整備費補助

都市型軽費老人ホームの整備を促
進するため、整備に要する経費の一
部を補助します。

施設数32か所 都市型軽費老人ホームの整備
  874人（平成27年度末開設数）
　※平成27年度は14施設に補助
を実施
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平成２７年度計画
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これまでの取組状況
（平成27年度の実績を
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東京都サービス付き高齢
者向け住宅供給助成事
業

地域住民へ貢献できるよう、地域密
着型サービス事業所の併設、地域住
民との共用スペースの設置、夫婦世
帯用の収納スペースの設置など、付
加的な要素を加えた住宅に対し整備
費の一部を補助します。

－

○サービス付き高齢者向け住宅
　11,229戸（平成２７年度末登録
数）
○東京シニア円滑入居賃貸住宅
　78,089戸（平成２７年度末）
○高齢者向けの優良な賃貸住宅
　管理戸数　6,299戸（平成２７年
度末）

一般住宅を併設したサー
ビス付き高齢者向け住宅
整備事業

サービス付き高齢者向け住宅の整備
に併せ、一般住宅を併設し、居住者
がつながりを保ちながら生活できる住
宅や交流施設等の設計費・整備費
の一部を補助します。

東京都高齢者向け優良
賃貸住宅供給助成事業

バリアフリー構造等を有し、安否確認
サービス、緊急時対応サービスの利
用可能な住宅の供給を促進するた
め、東京都高齢者向け優良賃貸住
宅の整備の推進に取り組む区市町
村を支援していきます。

－

－

○認知症の人と家族が住み慣れた地
域で安心して生活できるように、在宅療
養支援のための取組を推進する。ま
た、小規模多機能型居宅介護事業所
等の地域密着型サービスの整備を進め
る。

認知症支援コーディネー
ター事業
認知症疾患医療センター
運営事業(再掲)

○区市町村の高齢者人口規模に応
じて、認知症の医療・介護・生活支援
等の情報に精通した地域における認
知症の専門家である認知症コーディ
ネーターを地域包括支援センター等
に配置し、個別ケース支援のバック
アップを担い、認知症の疑いのある
人の早期発見・診断・対応を進めま
す。
○区市町村に１か所ずつ（島しょ地
域を除く）、「地域拠点型」または「地
域連携型」認知症疾患医療センター
を整備して、専門医療相談、鑑別診
断、身体合併症と行動・心理症状へ
の対応、地域連携の推進、人材育成
等の取組を推進することにより、各区
市町村における地域包括ケアシステ
ムの構築を支援します。(再掲)

○認知症支援コーディ
ネーターを40区市町村
に配置
○認知症アウトリーチ
チームを12の地域拠点
型認知症疾患医療セン
ターに配置
(再掲)

○平成25年８月から、認知症早
期発見・早期診断推進事業を実
施
○平成27年度は認知症支援コー
ディネーターを29区市で配置。
認知症アウトリーチチームを地域
拠点型認知症疾患医療センター
（１２医療機関）に配置
(再掲)

小規模多機能型居宅介
護及び看護小規模多機
能型居宅介護等推進事
業［高齢社会対策区市町
村包括補助事業］

小規模多機能型居宅介護等の開設
前後の支援や多様なサービスに対
応できる人材の養成など、運営の安
定化や質の向上を図ることにより、整
備促進を図る区市町村を支援しま
す。 －

地域密着型サービスの整備
○小規模多機能型居宅介護事
業所
　１７７か所（平成２７年度末開設
数）

※小規模多機能型居宅介護及
び看護小規模多機能型居宅介
護等推進事業については、平成
２７年度は申請なし

○医療機関の専門職と連携した介護者
支援の会の取組を広める。

認知症の人と家族を支え
る医療機関連携型介護
者支援事業[高齢社会対
策区市町村包括補助事
業]

医療機関周辺に認知症介護者支援
の拠点を設け、医療機関の専門職と
連携した介護者支援のための講座
や交流会を開催し、介護者の孤立化
防止等を図る区市町村の取組を支
援します。

高齢社会対策区市町村
包括補助事業において
「認知症の人と家族を支
える医療機関連携型介
護者支援事業」を実施。

平成27年度は７区市で実施

○区市町村や地域包括支援センター
が開催する地域ケア会議の取組を支援
していく。

－ － －

平成２５年度に地域ケア会議推
進部会を設置し、都における地
域ケア会議の望ましい姿をまとめ
るとともに、区市町村及び地域包
括支援センター職員を対象に
「地域ケア会議研修」を実施

（目標４）
地域での生
活・家族の
支援を強化
する

【１　区市町村と協働した地域包括ケア
システム実現に向けた取組の推進】
○認知症の人が安心して暮らせる住ま
いの確保に向けて、認知症高齢者グ
ループホーム、特別養護老人ホーム、
都市型軽費老人ホーム、サービス付き
高齢者向け住宅等の整備を進めるとと
もに、サービスの質の確保を図る。
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東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画

（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）施策目標 具体的取組（要旨）

（目標４）
地域での生
活・家族の
支援を強化
する

○認知症の人と家族を地域で支え、見
守るために、区市町村、地域包括支援
センター、医療機関、介護事業者、認
知症サポーター・ボランティア等の地域
の多様な人材や社会資源によるネット
ワークづくりを進める。特に独居や夫婦
のみ世帯等の認知症高齢者に対する
支援のあり方について検討を進める。

地域支援事業交付金 区市町村が行う地域支援事業（介護
予防事業、介護予防・日常生活支援
総合事業、包括的支援事業、任意事
業）を財政的に支援するため、介護
保険法に定められた割合に基づき交
付金を交付します。

高齢社会対策区市町村
包括補助事業や地域支
援事業において、認知
症サポーター等による
ネットワークづくりを支援
するとともに、「認知症の
人と家族を支える医療機
関連携型介護者支援事
業」を実施して、認知症
の人の介護者を支援

○都交付金所要額
  　平成27年度実績
○介護予防・日常生活支援総合
事業
  　平成27年度は12区市で実施
○旧介護予防・日常生活支援総
合事業
  平成27年度は2区町で実施
○旧介護予防事業
　平成27年度は53区市町村で実
施（年度途中に新制度へ移行の
5区市を含む）
○包括・任意事業
  平成27年度は62区市町村で実
施

認知症地域支援ネット
ワーク事業
(高齢社会対策区市町村
包括補助事業)

地域において、認知症の人と家族を
支えるために区市町村が行う、認知
症の人と家族を支える人材や社会資
源によるネットワーク構築、そのネット
ワークを活用した徘徊行方不明者の
早期発見、家族会の育成・支援など
の取組を支援します。

平成２７年度は１２区市で実施

認知症普及啓発事業
(高齢社会対策区市町村
包括補助事業)

地域において、認知症の人と家族を
支えるために区市町村が行う、認知
症の普及・啓発の取組を支援しま
す。

平成27年度は２３区市町村で実
施

認知症の人と家族を支え
る医療機関連携型介護
者支援事業
(高齢社会対策区市町村
包括補助事業)

医療機関周辺に認知症介護者支援
の拠点を設け、医療機関の専門職と
連携した介護者支援のための講座
や交流会を開催し、介護者の孤立化
防止等を図る区市町村の取組を支
援します。

平成27年度は７区市で実施

認知症の人を地域で支え
る事業
(高齢社会対策区市町村
包括補助事業)

区市町村が主体となり、認知症サ
ポーター等、認知症の人を支援する
人材の活用、または認知症の人が地
域において社会的な活動ができる場
の確保や提供に係る検討・施行や独
自の取組を支援します。

平成27年度は申請なし

○高齢者の虐待防止等の権利擁護の
取組を推進するとともに、区市町村にお
ける市民後見人の育成とその活動の支
援等を図る。

高齢者権利擁護推進事
業

区市町村及び地域包括支援セン
ターを対象とした専門職による相談
支援や、区市町村職員、介護サービ
ス事業所の管理者等に向けた研修
を実施します。

○権利擁護に関する区
市町村職員等支援
○研修
・区市町村職員等対象
年間5回
・介護サービス事業者対
象　年間3回
看護実務者研修　年間3
回

○相談
　平成27年度は相談件数実数
1,004件
○研修
・区市町村職員等対象
　平成27年度は5回開催延べ
1,004名修了
・介護サービス事業者対象
　平成27年度は3回開催949名修
了
・看護実務者研修
　平成27年度は3回開催127名修
了

成年後見活用あんしん生
活創造事業

認知症や精神障害等により判断能
力が十分でない方々が地域で安心
して暮らすために、福祉サービスの
利用や財産管理等をサポートする成
年後見制度の推進を図る。

48区市が設置している成
年後見制度推進機関を
東京都が支援

成年後見制度による都内申立実
績　5,164件
その内区市町村長申立実績
998件

【２　若年性認知症対策の推進】
○東京都若年性認知症総合支援セン
ター（平成24年5月開設）におけるワンス
トップの相談窓口や産業医に対する普
及啓発など、若年性認知症の人に対す
る支援策を進めていく。

若年性認知症総合支援
センター設置事業

○若年性認知症本人・家族に対する
ワンストップ相談窓口を設置し、複数
の相談を1か所でコーディネートしま
す。
○地域包括支援センターや医療機
関等の専門機関に対する支援を行
います。
○定期的な面談による負担感の軽
減等、介護者支援を行います。

－

東京都若年性認知症総合支援
センターにおける相談を実施
平成27年度は延相談件数2,065
件、相談人数309人
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東京都保健医療計画（平成25年3月改定）の内容

事業名 事業概要
平成２７年度計画

（予算規模等）

これまでの取組状況
（平成27年度の実績を

中心に記載）施策目標 具体的取組（要旨）

認知症の発症予防や治
療に向けた研究の推進

東京都健康長寿医療センターに
おいては、MRIやPETを用いた認
知症脳の画像解析や､ブレインバ
ンクを活用した早期診断法の開
発・導入を着実に進めた

○認知症の発症と進行機
序の解明プロジェクト（認
知症プロジェクト）

○心の健康づくりのため
の予防・治療・リハビリ法
プロジェクト（心の健康プ
ロジェクト）

○アルツハイマー病、レビー小体型
認知症、前頭側頭葉変性症などの認
知症疾患について、解明されていな
い脳の異常病変の解析を進め、病態
を再現する試験管、細胞、動物モデ
ルを構築し、病態進行を抑える薬剤
や、治療法の開発を目標とします。

〇認知症の人の地域生活を支援す
るケアモデルの開発により、地域で
暮らす認知症の人と家族へのケアを
向上させることを目的とします。

－

区市町村の取組を高齢
社会対策区市町村包括
補助事業や地域支援事
業において支援

○都交付金所要額
  　平成27年度実績
○介護予防・日常生活支援総合
事業
  　平成27年度は12区市で実施
○旧介護予防・日常生活支援総
合事業
  平成27年度は2区町で実施
○旧介護予防事業
　平成27年度は53区市町村で実
施（年度途中に新制度へ移行の
5区市を含む）
○包括・任意事業
  平成27年度は62区市町村で実
施

認知症地域支援ネット
ワーク事業
(高齢社会対策区市町村
包括補助事業)
（再掲）

地域において、認知症の人と家族を
支えるために区市町村が行う、認知
症の人と家族を支える人材や社会資
源によるネットワーク構築、そのネット
ワークを活用した徘徊行方不明者の
早期発見、家族会の育成・支援など
の取組を支援します。

（目標４）
地域での生
活・家族の
支援を強化
する

地方独立行政法人東京
都健康長寿医療センター
への支援

第二期中期計画に掲げる下記の目
標の達成に向けて、地方独立行政
法人東京都健康長寿医療センター
の安定的かつ自立的な運営を支援
します。
①　重点医療をはじめとした各分野
において、高度かつ専門的な医療の
提供を進める。
②　高齢者の救急医療を担う二次救
急医療機関として、重症患者の積極
的な受入れなど、都民が安心できる
救急体制を確保する。
③　医療機関や介護施設等との連携
を図り、地域において高齢者が質の
高い医療・ケアを継続して受けるため
の仕組みの構築に貢献する。
④　病院部門と研究部門の連携を強
化し、研究成果の臨床応用を進め
る。

【３　認知症の予防と治療についての取
組の推進】
○東京都健康長寿医療センターと東京
都医学総合研究所において、アルツハ
イマー病の治療法の研究、生活習慣と
認知症予防との関連等、認知症の発症
予防や治療に向けた研究を進めてい
く。

平成27年度は２３区市町村で実
施

認知症の人と家族を支え
る医療機関連携型介護
者支援事業
(高齢社会対策区市町村
包括補助事業)
（再掲）

医療機関周辺に認知症介護者支援
の拠点を設け、医療機関の専門職と
連携した介護者支援のための講座
や交流会を開催し、介護者の孤立化
防止等を図る区市町村の取組を支
援します。

平成27年度は７区市で実施

○東京都医学総合研究所にお
いては、認知症の発症機構の解
明として、様々な患者脳に蓄積
する異常タンパク質の蛋白化学、
構造化学的解析を実施するな
ど、認知症の予防や治療につな
がる研究を着実に推進
 
○認知症の人の地域生活を支援
するため、スウェーデンのＢＰＳＤ
ケアプログラムを参考に日本版の
新たなケアプログラムの作成準備
を開始

○区市町村における認知症の予防に
つながる取組を支援する。

地域支援事業交付金
（再掲）

区市町村が行う地域支援事業（介護
予防事業、介護予防・日常生活支援
総合事業、包括的支援事業、任意事
業）を財政的に支援するため、介護
保険法に定められた割合に基づき交
付金を交付します。

認知症の人を地域で支え
る事業
(高齢社会対策区市町村
包括補助事業)
（再掲）

区市町村が主体となり、認知症サ
ポーター等、認知症の人を支援する
人材の活用、または認知症の人が地
域において社会的な活動ができる場
の確保や提供に係る検討・施行や独
自の取組を支援します。

平成27年度は申請なし

平成２７年度は１２区市で実施

認知症普及啓発事業
(高齢社会対策区市町村
包括補助事業)
（再掲）

地域において、認知症の人と家族を
支えるために区市町村が行う、認知
症の普及・啓発の取組を支援しま
す。

-37-


